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午前１０時００分 開会

────────────────────────────────────

◎開会宣告

本日をもって招集されました平成２６年第４回遠軽町議会定例会○議長（前田篤秀君）

を開会いたします。

────────────────────────────────────

◎開議宣告

直ちに、本日の会議を開きます。○議長（前田篤秀君）

────────────────────────────────────

◎諸般報告

会議に先立ち、局長をして諸般の報告をします。○議長（前田篤秀君）

御報告いたします。○議会事務局長（太田 守君）

ただいまの出席議員は、１７名であります。

本日の列席者は、佐々木町長、新山教育委員長、村瀬代表監査委員、石丸農業委員会会

長であります。

次に、地方自治法第１２１条の規定による説明員、議会事務局からの出席者、監査委員

の平成２５年度及び平成２６年度例月出納検査の結果、教育委員会点検・評価報告、議長

の執務、閉会中における各委員会の活動状況につきましては、別紙印刷の上、お手元に配

付のとおりであります。

なお、説明員につきましては、案件により参事、主幹及び総合支所の課長等が入ること

もありますので御了承願います。

次に、本定例会の日程は、第２３までとなっております。

なお、追加議案等が予定されておりますので、あらかじめ御連絡を申し上げておきま

す。

以上で、報告を終わります。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。○議長（前田篤秀君）

本日の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、佐藤議員、山谷議員を

指名いたします。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 会期の決定について

日程第２ 会期の決定についてを議題とします。○議長（前田篤秀君）

本件について、議会運営委員長の報告を求めます。

髙橋議会運営委員長。

－登壇－○１５番（髙橋義詔君）
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御報告いたします。

本日をもって招集されました平成２６年第４回遠軽町議会定例会の会期につきまして

は、６月４日午後２時より議会運営委員会を開催し、審議の結果、本日から６月１１日ま

での３日間と決定いたしました。

なお、追加議案、意見書等につきましては、それぞれ調整の上、６月１０日午後５時ま

でに事務局へ提出されるようお願いいたします。

以上、御報告申し上げます。

お諮りします。○議長（前田篤秀君）

本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から６月１１日までの３日間と

したいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、会期は、本日から６月１１日までの３日間と決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第３ 町長の行政報告及び提出案件要旨説明

日程第３ 町長の行政報告及び提出案件要旨説明を求めます。○議長（前田篤秀君）

佐々木町長。

－登壇－○町長（佐々木修一君）

平成２６年第４回遠軽町議会定例会の開会に当たり、議員の皆様には、大変お忙しい中

御参集いただき、厚くお礼を申し上げます。

初めに、平成２６年第３回遠軽町議会臨時会以降における行政について御報告いたしま

す。

４月からの消費税率引き上げに関連した事業でありますが、まず、臨時福祉給付金及び

子育て世帯臨時特例給付金についてであります。この給付金は、消費税率が引き上げられ

たことに伴う低所得者及び子育て世帯への影響を緩和するため、暫定的、臨時的な措置と

して支給されます。支給対象予定者については、臨時福祉給付金は６,５００人、子育て

世帯臨時特例給付金は２,４００人を見込んでいるところであり、給付金の支給時期につ

いては、７月中旬から３か月を予定しております。なお、支給対象予定者には個別通知を

行うほか、町広報紙及びホームページ並びに自治会への回覧等を通じて制度の周知を図っ

てまいります。

次に、プレミアム付商品券の発行についてであります。この事業については、消費税率

の引き上げに伴う駆け込み需要の反動や外食の手控えなど、地域経済に少なからず影響が

出ているところであり、また、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の町内消費

を促進し、町内の経済の活性化を図るため、実施することといたしました。この経済対策

によりまして、地域経済が活性化、好転することを期待するものであります。

なお、これら二つの事業に係る経費については、本議会において補正予算を提出してお
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りますので、御協賛を賜りますようお願い申し上げます。

次に、本議会に提出いたしました議案の大要について御説明申し上げます。

報告第１号から報告第３号までについては、株式会社生田原振興公社、株式会社遠軽農

業振興公社及び株式会社フォーレストパークの経営状況について、地方自治法第２４３条

の３第２項の規定により議会に報告するものです。

報告第４号平成２５年度遠軽町一般会計繰越明許費については、平成２５年度遠軽町一

般会計予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の

規定により議会に報告するものです。

承認第１号専決処分の承認を求めることについては、地方譲与税、地方消費税交付金、

地方交付税等の確定に伴い、平成２５年度遠軽町一般会計補正予算（第１０号）を専決処

分いたしましたので、議会の承認を求めるものです。

承認第２号専決処分の承認を求めることについては、国庫支出金、療養給付費交付金、

前期高齢者交付金等の確定に伴い、平成２５年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）を専決処分いたしましたので、議会の承認を求めるものです。

承認第３号専決処分の承認を求めることについては、後期高齢者保険料等、歳入予算の

精査に伴い、平成２５年度遠軽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を専決処分

いたしましたので、議会の承認を求めるものです。

承認第４号専決処分の承認を求めることについては、基金利子の確定に伴い、平成２５

年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第３号）を専決処分いたしましたので、議会の承

認を求めるものです。

諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦については、現委員であります梅原るみ子氏が平

成２６年９月３０日をもって任期満了となりますので、引き続き委員の候補者として推薦

いたしたく、議会の意見を求めるものです。

議案第１号表彰については、遠軽町表彰条例に該当いたします対象者の表彰について、

議会の議決を求めるものです。

議案第２号遠軽町過疎地域自立促進市町村計画の変更については、遠軽町過疎地域自立

促進市町村計画を変更したいので、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定によ

り、議会の議決を求めるものです。

議案第３号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更については、構成団体の

解散、脱退及び加入することに伴い、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更

について協議したいので、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるもの

です。

議案第４号北海道市町村総合事務組合規約の変更については、構成団体の解散、脱退及

び加入等に伴い、北海道市町村総合事務組合規約の変更について協議したいので、地方自

治法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものです。

議案第５号遠軽町白滝水力発電所条例の廃止については、遠軽町白滝水力発電所を廃止
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するため、本条例を定めるものです。

議案第６号財産の取得については、圧雪車の購入について、議会の議決を求めるもので

す。

議案第７号財産の取得については、ロータリ除雪車の購入について、議会の議決を求め

るものです。

次に、議案第８号平成２６年度遠軽町一般会計補正予算（第１号）の主なものについて

御説明申し上げます。

歳入については、国庫支出金、道支出金、寄附金、繰入金等を補正し、寄附金について

は、寄附者の御意思に添いまして、目的の基金に積み立てをするものです。歳出について

は、職員の再任用に伴う職員人件費の追加、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金

事業に係る経費、遠軽農業振興公社補助金、商工業振興補助金の追加、プレミアム付商品

券発行事業補助金、防災対策事業の備品購入に係る経費等を計上したところです。

議案第９号平成２６年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）については、

国民健康保険システム改修業務委託料に係る経費を計上したところです。

議案第１０号平成２６年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第１号）については、遠軽

下水処理センター建設工事に係る継続費を計上したところです。

以上が、本議会に提案をいたしました議案の大要です。

なお、工事請負契約の締結について、追加提案を予定しておりますので、あらかじめ御

承知おきくださいますようお願い申し上げます。

御審議を願う議案につきましては、その都度、担当部課長から詳細に御説明いたします

ので、御協賛を賜りますようお願いを申し上げます。

以上でございます。

────────────────────────────────────

◎日程第４ 議案第１号

日程第４ 報告第１号株式会社生田原振興公社の経営状況につい○議長（前田篤秀君）

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

大辻生田原総合支所産業課長。

報告第１号株式会社生田原振興公社の経営状○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

況報告について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、次のとおり御報告いた

します。

別紙１が平成２５年度の事業報告書、別紙２が平成２６年度の事業計画書であります。

それでは、別紙１の第２３期（平成２５年度）事業報告書から御説明いたします。

事業期間は、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までであります。

１ページをお開き願います。

１、事業全般の状況について、要約して御報告いたします。
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当期における国内経済は、緩やかな持ち直し傾向にありますが、緊迫した国外の外的要

因、本年４月の消費税引き上げに伴う個人消費の低迷などに先行き不透明な状況が続いて

おります。また、道内観光も、長らく低迷した経済状態や災害、自動車燃料の高騰、ＪＲ

北海道の事故などにより、厳しい状況が続いております。このような状況にあって、当振

興公社も厳しい運営となりました。

ノースキング入浴利用者につきましては、ペアの日、各種セット券など広く定着し、ポ

イントカード、年間パスポートなどにより、リピーターの確保に努めております。また、

ラジウム岩盤浴につきましても、ポイントカード、お得キャンペーンの実施、宿泊客への

利用を勧めるなど、リピーターが増加するよう努めました。年間の利用実績は５万２,７

２７人となり、前期と比較して１,５９６人の増加となりました。

次に、ノースキング宿泊利用者についてであります。

インターネット予約サービスを行うことにより、空室状況の確認、宿泊予約ができるほ

か、ホームページの「今日の生田原」というコーナーで、毎日、生田原の風景などの写真

を掲載し、ホテルだけでなく、地域のＰＲも図っています。年間宿泊数は９,１７８人と

なり、前期と比較して３５８人の増加となっております。なお、繁忙期の満室の際には、

研修室などにもお客様の理解を得て、宿泊を受け入れるなど、集客活動に努めておりま

す。

２ページをお開き願います。

レストラン利用者についてであります。平成２４年１２月１３日にリニューアルオープ

ンし、利用するお客様の要求にお応えしながら、メニューの変更、プラン立て、利用する

お客様から大変好評をいただいております。年間の利用実績は、朝食、ホール、宴会を含

めまして３万４,０７６人となり、前期と比較して２４０人の減少となりましたが、ホー

ル以外でのお弁当、オードブルの出前を受け、大変好評をいただいております。

次に、ちゃちゃワールド入館利用者につきましては、お客様の満足度向上、リピーター

確保のため、イベントや企画展を開催するとともに、旅行業者への営業、販売促進に努め

ました。今期は、おもちゃの新規購入、遊具の補修を行い、近隣の観光施設との相乗効果

もあり、年間の利用実績は２万１,５０６人となり、前期と比較して１,３０１人の増加と

なりました。

売店売り上げ等につきましては、売れ筋商品を研究し、地域の商品を仕入れ、売店のレ

イアウトを変えるなど、工夫し、販売に努めてまいりました。さらに、館内の販売だけで

なく、えんがる町観光協会や民間業者への積極的な営業を行い、ソフトクリーム、木の砂

場など、販売に努力いたしました。しかし、個人消費の低迷が続き、その結果、売店売り

上げとその他売り上げを合わせて２,４７６万円となり、前年と比べ１,３５４万円の減少

となりました。

一般管理費につきましては、日ごろより経費節減に努めてまいりましたが、想定以上の

経費が重なり、ホテル、レストラン、ちゃちゃワールドを含め、１億５,６３７万円とな
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り、前期と比較して２,１４４万円の増加となりました。総体の売り上げといたしまして

１億８,１１６万円、経常利益はマイナス１,８３１万円と、増収減益となりました。

以下、３ページ、年間集客数、役員会等、会社の概要、４ページに役員名簿、従業員の

状況、５ページ、株主名簿、６ページ、ノースキング、ちゃちゃワールドの利用実績につ

きましては、御参照をお願いいたします。

次に、７ページ、貸借対照表について、資産の部より御説明いたします。

流動資産については、現金及び預金から未収金まで合わせて２,５２２万６,１５４円、

固定資産は、有形固定資産のリース資産と建物で、合わせて１４万１,１１５円。無形固

定資産は、電話加入権及びソフトウエアで７１万５,６０７円。投資等は、出資金の１万

円で、資産合計は２,６０９万２,８７６円であります。

次に、負債の部についてでありますが、流動負債は、買掛金から納税引当金まで合わせ

て３,０８０万２,３９１円で、固定負債は長期借入金１,８０８万円であります。

次に、純資産の部についてでありますが、株主資本につきましては、資本金３,０００

万円、利益剰余金が１７０万円、繰越利益剰余金がマイナス５,４４８万９,５１５円で、

純資産合計はマイナス２,２７８万９,５１５円であります。これによりまして、負債、純

資産の合計は、資産合計同額の２,６０９万２,８７６円であります。

８ページをお開き願います。損益計算書について御説明いたします。

純売上高は、売り上げで１億８,１１６万４,５９３円、売上原価は、期首棚卸高に仕入

れを加えて期末棚卸高を差し引いた４,３２３万３,３１７円で、売上高から売上原価を差

し引いた売上総利益は１億３,７９３万１,２７６円であります。

次に、販売費及び一般管理費は、職員給与手当から雑費まで合わせて１億５,６３６万

７,３２４円で、売上総利益からこの金額を差し引いた営業損失は１,８４３万６,０４８

円であります。

営業外収益は、受取利息から住宅家賃収入まで合わせて５３万４,０２４円で、営業外

費用は、支払利息の４０万８,２９３円でありますので、営業損失から営業外利益を減じ

営業外費用を加えますと、経常損失は１,８３１万３１７円であります。経常損失１,８３

１万３１７円に法人税等充当額２０万６,０００円を加えますと、当期純損失は１,８５１

万６,３１７円であります。

１０ページをお開き願います。このページは、損益計算書の売上明細であります。お目

通し願います。

１１ページの株主資本等変動計算書について御説明いたします。

資本金の当期首残高は３,０００万円、利益準備金１７０万円については変動ありませ

んので、当期末残高と同額であります。その他利益剰余金の繰越利益剰余金は、当期首残

高マイナス３,５９７万３,１９８円、当期純損益金がマイナス１,８５１万６,３１７円で

ありますので、当期末残高はマイナス５,４４８万９,５１５円となりました。

以上により、株主資本合計はマイナス２,２７８万９,５１５円となり、純資産合計も同
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額であります。

１２ページをお開き願います。監査報告書につきましては、記載のとおりですので、お

目通しをお願いいたします。

次に、別紙２、第２４期（平成２６年度）事業計画について御説明いたします。

事業計画は、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までであります。

１ページをお開き願います。株式会社生田原振興公社の事業方針であります。

まず、ノースキングにつきましては、平成２５年度から平成２７年度までの３年間、指

定管理者の指定を受けておりますので、協定書に基づき施設の管理、運営を行い、宿泊、

入浴等の利用促進とサービスの向上に努めてまいります。

ちゃちゃワールドにつきましては、本年度も管理業務の一部を受託しておりますので,

入館料の徴収業務、企画展の開催のほか、木のおもちゃづくり指導や物品の販売促進に努

めてまいります。

また、観光協会等の団体と協力し、町民との交流を図るほか、民間企業との連携により

地場産品の販売促進に努めてまいります。

以下、事業方針については記載のとおりでありますので、お目通しをお願いいたしま

す。

３ページをお開き願います。平成２６年度株式会社生田原振興公社の収支計画書につい

て御説明いたします。

まず、収入についてでありますが、売上は、入浴売上から受取委託料まで２億９４８万

３,０００円を見込んでおります。営業外収益は、住宅家賃収入と雑収入で３２万７,００

０円を見込み、収入合計は２億９８１万円の計画となっております。

次に、支出でありますが、仕入は４,７５８万円、販売費及び一般管理費は、人件費と

して職員給料手当から旅費交通費まで７,３３８万円、維持物件費は、水道光熱費から減

価償却費まで７,８３１万円、諸費は交際費から雑費まで９６０万円を見込み、合わせて

１億６,１２９万円であります。利益を９４万円と見込み、支出合計を２億９８１万円と

した計画となっております。

以上で、株式会社生田原振興公社の経営状況について説明を終わります。

これより、報告第１号の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

髙橋義詔議員。

何点か、お伺いいたします。○１５番（髙橋義詔君）

まず、前年度の貸借対照表の資産の部、貯蔵品とございます約１,５００万円。貯蔵品

というのは、毎日使う消耗品も除かれますし、少額のものも除かれますし、貯蔵品という

のは処分価値のあるものというふうに私は理解しているのですけれども、この１,５００

万円の内訳を教えていただきたい。

それから、負債の部の短期借入、それから長期借入、こちらの内容をお知らせいただき

たい。
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それから、多分ないと思うのですけれども、株主には配当をしたのかしていないのか、

したとすれば、幾ら配当したのかと。

それから、８ページにいきまして、委託料２,５７５万円。これの主な内訳をお聞かせ

いただきたい。

それから、２６年度の収支計画書、３ページになりますが、受託委託料が前年度の３,

３６０万円から４,１０８万円に上がっています。この上がった理由をお知らせいただき

たいと思います。

暫時休憩します。○議長（前田篤秀君）

午前１０時２４分 休憩

──────────────

午前１０時２６分 再開

再開します。○議長（前田篤秀君）

大辻生田原総合支所産業課長。

お答えします。○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

詳細につきましては、今、資料のないものもありますので、回答できない部分もありま

すけれども、まず、１点目の貯蔵品でありますけれども、ちゃちゃワールドができたとき

に作成いたしました絵本の部分であります、絵本とか権利条約に基づく等の本でありま

す。主なものは、その本であります。

それと、２点目の、長期、短期の借入の関係ですけれども、町の振興資金と、それか

ら、遠軽信用金庫からの運転資金の借入でございます。

それと、３点目の配当につきましては、株主配当はやっておりません。

４点目の委託料の部分でありますけれども、清掃業務２,１９０万円、浄化槽維持管理

業務１７３万７,０００円、ボイラーの定期点検２７万５,０００円、エレベーター保守点

検６２万３,７００円、インターネット管理１８万９,０００円、自動ドア保守１４万９,

１６０円、電気保守管理３０万８,７００円、火災報知器検査３７万２,７５０円、その他

といたしまして１９万４,９００円で、合計いたしまして２,５７５万７,５５２円となっ

ております。

続きまして、平成２６年度の受託料の額でありますけれども、これにつきましては、町

から公社に対する指定管理料が２,７１０万８,０００円、それと、もう１点の受取委託料

につきましては、ちゃちゃワールドの運営委託であります。この額につきましては、当初

の予算の中で決定されている額であります。

以上です。

髙橋義詔議員。○議長（前田篤秀君）

貯蔵品の部分なのですけれども、詳しい資料がないのでわから○１５番（髙橋義詔君）

ないということですけれども、実際には処分価値があるものが少ないのではないかなとい

うふうに思うのですよ。それで、毎年毎年これだけの高額の数字をこの部分に載せている
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というのは、余り健全ではないというふうに思います。できれば、計画性を持って、ある

期間、年月をもって、少しずつ落としていかれたほうが健全な貸借対照表になるのではな

いかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

大辻生田原総合支所産業課長。○議長（前田篤秀君）

ただいまの御質問にお答えします。○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

振興公社と打ち合わせをしている中で、今、議員のほうから言われた部分については、

話題になっているところであります。ただ、振興公社のほうは、経常利益がプラスになっ

てくれば、この辺は落としたいというところでありますけれども、ただ、今、昨年、今年

と、そういう状況にないというところでの計上であります。そういうことで御理解いただ

きたいと思います。

髙橋議員。○議長（前田篤秀君）

苦しい事情はわかりつつ、こういった形で質問させていただい○１５番（髙橋義詔君）

ていますので、何とか、私も応援している立場から、この部分の解消に、これを解消に努

めるということは売り上げも上げなければいけないので、頑張れという意味で、それに努

めてほしいというふうに思いますが、再度お願いいたします。

大辻生田原総合支所産業課長。○議長（前田篤秀君）

お答え申し上げます。○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

御理解いただきましてありがとうございます。この辺につきましては、公社のほうにさ

らなる経営努力をするように、申し伝えたいと思います。

以上です。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

佐藤議員。

２ページ目の下段のところに、一般管理費の関係について触れら○３番（佐藤 昇君）

れておりまして、思った以上にさまざまな経費が重なりという表現がされているのですけ

れども、２,１４４万円、思った以上に増加したということで、思った以上というのは、

具体的にはどういったものが増加しているのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思うの

ですが。

大辻生田原総合支所産業課長。○議長（前田篤秀君）

公社との中の話で申し上げますけれども、○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

思った以上にという部分につきましては、１人の課長が退職に伴って、その補塡として従

業員を雇うという形で、その退職が８月、９月というところで、新入社員については４月

から入ってくるというようなところで、オーバーラップが出てきまして、これについて予

定した以上という表現になっております。

佐藤議員。○議長（前田篤秀君）

済みません。よくわからないのですけれども、ちょっとわかりや○３番（佐藤 昇君）

すく説明してほしいのですが。
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暫時休憩します。○議長（前田篤秀君）

午前１０時３３分 休憩

──────────────

午前１０時３４分 再開

再開します。○議長（前田篤秀君）

大辻生田原総合支所産業課長。

先ほどお答えしました部分については、私が○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

勘違いしまして、２６年度の部分でお答えしましたので御訂正をお願いしたいと思いま

す。

平成２５年度の想定以上というところにつきましては、まず、昨年の９月から電気料が

値上がりになっております。それと、燃料費が年間を通じて高値安定という形で、町のほ

うの想定しているぎりぎりの単価まで上がったままで１年間を推移したという状況であり

ます。その２点が大きなところでありますし、あと、レストランのほうでの料理人が入れ

替えになったという部分があります。それと、レストランのほうの経営、平成２４年の１

２月から始めていますけれども、当初からの想定以上の経費がかかったということになり

ます。

以上です。

佐藤議員。○議長（前田篤秀君）

今説明あったのでは、電気料、それから燃料費、あと、レストラ○３番（佐藤 昇君）

ンの関係ですね。これ、具体的な金額というのは、出るのか出ないのかわかりませんけれ

ども、例えば電気料とか燃料費というのは、思った以上にという表現からすると、ある程

度予測でき得たのではないかという気がするのですが、いかがなのでしょうか。

大辻生田原総合支所産業課長。○議長（前田篤秀君）

お答え申し上げます。○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

今、詳細な資料がちょっと手元にありませんので、細かい部分については回答を避けさ

せていただきますけれども、電気料の値上げにつきましては、昨年の３月になってからの

値上げの通告と、３月、４月になってからの通告ということでありますので、それについ

ては予想し得ないという部分であります。あと、燃料費につきましては、取引業者と交渉

しながら、燃料単価を町の想定した額に抑えつつもやっておりますけれども、例年だと、

夏場になるとかなり単価が下がってくるという状況になりますけれども、昨年については

下がることはなかったということで、想定外と、想定を超えるということであります。

以上です。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

稲場議員。

私のほうからは、今質問ありましたので、まず、３ページの収支○４番（稲場仁子君）

計画書、レストラン売上について、前年度６００％を見込んでいるのですが、これは何
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か、前段で記述があったことが要因なのか、要因というか新たに始めたということで、そ

の分を見込んで６００％になっているのか。

それと、支出のほうで、減価償却費１２万円、これ、どこでもやっていることで、ある

程度容認されていることではあるのですが、２５年度は２５万４,３３６円、ちょっと帳

尻合わせではないかなという感じもしないではないのですけれども、経常収支マイナスの

中で、満度に減価償却できないというのはわからないでもないのですけれども、本来減価

償却すべき金額というのは、お幾らぐらいなのでしょうか。

暫時休憩します。○議長（前田篤秀君）

午前１０時３８分 休憩

──────────────

午前１０時３９分 再開

再開します。○議長（前田篤秀君）

大辻生田原総合支所産業課長。

お答え申し上げます。○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

先ほどいただきましたレストランのその他の部分でありますけれども、これについて

は、オードブルの出前とか、そういうところであります。

それと減価償却の部分につきましては、基本的に、備品類については、町のほうで所

管、所有しておりますので、大きなものはございません。ですから、この金額となってい

ます。

以上です。

稲場議員。○議長（前田篤秀君）

ということは、減価償却費については１２万円、これで満度とい○４番（稲場仁子君）

う解釈でよろしいのですか。

大辻生田原総合支所産業課長。○議長（前田篤秀君）

公社のほうからは、そういうふうに承ってお○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

ります。

以上です。

稲場議員。○議長（前田篤秀君）

先ほど髙橋議員のほうからもお話ありましたけれども、私もこの○４番（稲場仁子君）

施設、生田原にとっては大変重要な施設かなとは考えております。ただ、残念ながら、な

かなか経常利益、上げるまでいかなくても、とんとんまでいくというのが難しい状況の中

で、公社の方々は奮闘されているとは思いますけれども、何とか、２５年度は、若干、集

客等も増えているようですので、創意工夫をされた中で、少しでもマイナス部分を減らす

ような努力をして、長く継続していかれるよう望みます。

大辻生田原総合支所産業課長。○議長（前田篤秀君）

お答えいたします。○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）
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御理解いただきましてありがとうございます。ここの施設につきましては地域の交流コ

ミュニティ施設であり、地域観光の中核的な施設でありますので、また同時に、町民の保

養的な施設というふうに認識しております。２３年以降、震災による自粛ムードですと

か、浴場の改修に伴った休業、それから、テナント撤退に伴うレストランの直営化という

ところで、あと、地域商品の製造中止などと、取り巻く環境が大きく変化している中で経

営努力をしていただいております。ですけれども、町のほうからは、さらなる経営努力を

いただくように申し添えていきたいと思います。

以上です。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

黒坂議員。

同じような質問になるかと思うのですけれども、まずは、貸借対○７番（黒坂貴行君）

照表の長期借入が１,８００万円新規で借入をされているといったところで、また、２５

年度の決算で、損失がほぼ同じ金額なのですけれども、この１,８００万円を借入た時期

というのはいつごろでしょうか。

大辻生田原総合支所産業課長。○議長（前田篤秀君）

お答え申し上げます。○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

時期については、細かい時期について承っておりません。２５年度の中で長期を借りた

というふうに伺っております。

以上です。

黒坂議員。○議長（前田篤秀君）

もちろんその１回ではなくて、何回かに分かれてということで理○７番（黒坂貴行君）

解してよろしいでしょうか。

大辻生田原総合支所産業課長。○議長（前田篤秀君）

大変申しわけないですが、その辺も伺ってお○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

りませんので、今ここでの回答はできません。申しわけございません。

黒坂議員。○議長（前田篤秀君）

では、時期はよろしいですけれども、長期借入をして、また流動○７番（黒坂貴行君）

資産等々も増えていないということで、なかなか、この数字を見てびっくりしたというの

が率直な気持ちです。先ほども、一般管理のほうで増えていると、２６年度収支計画の中

でも、前年よりも５００万円ほど多く見なければならないという、かなり厳しいものなの

かなと。ただ、売上も１１０％を見込んで、過去数年もなかなかならない、できないよう

な数字、今までは３％だ、５％だという予定を組んでいたのですけれども、やはり支出が

多くなると、計画書に対しては収入は多く見ないと難しいのかなと、重々承知した上で質

問しております。収入のほうでは営業外収益入っているのですが、支出のほうでは営業外

支出が計上されておりません。これ、短期でも長期でも利息等々があるのですけれども、

９４万円で、そこから減っていくという計算になってくると、まだまだ計画のほうも厳し
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くなるなと思うのですが、町として、町の施設ですので、今後の管理運営上の見通しがあ

れば教えてください。

大辻生田原総合支所産業課長。○議長（前田篤秀君）

お答え申し上げます。○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

まず、平成２６年度の収入の見込みでございます。これについては、平成２２年のとき

の入込数を参考としております。ですから、公社と話はしておりますけれども、実現でき

ない数字ではないというふうに踏まえております。厳しいとは思いますけれども、そのよ

うに思っております。

あと、町としてについては、先ほども申し上げましたけれども、地域にとって必要な施

設というふうに踏まえておりますので、公社と十分協議しながら、営業努力を含めて求め

ていきたいというふうに思います。

あと、指定管理料につきましては、平成２５年４月に契約いたしまして、２７年度まで

の契約となっております。今年の４月に、一部、電気料ですとか、消費税の分について反

映するということで、少し契約を変更させていただきましたけれども、平成２７年度以降

の契約について、２８年度からの新しい指定管理料の契約に向けて精査していきたいとい

うふうに考えております。

ほかにございませんか。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

以上で、報告第１号株式会社生田原振興公社の経営状況についてを終わります。

────────────────────────────────────

◎日程第５ 報告第２号

日程第５ 報告第２号株式会社遠軽農業振興公社の経営状況につ○議長（前田篤秀君）

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

澤口農政林務課長。

報告第２号株式会社遠軽農業振興公社の経営状況につい○農政林務課長（澤口浩幸君）

て、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、次のとおり御報告いたします。

別紙１が平成２５年度の事業報告書、別紙２が平成２６年度の事業計画書であります。

それでは、別紙１の第２４期（平成２５年度）事業報告書から御説明いたします。

事業期間は、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までであります。

１ページをお開き願います。事業の概要について、要約して御報告いたします。

今期は、４月下旬の降雪、その後の降雨低温により農作業に大幅な遅れが生じ、その後

干ばつ傾向、さらに８月には、ひょうまじりの豪雨に見舞われ、原料作物の品質と収穫量

に大きな被害が発生しました。特に主力のカボチャについて、品質低下もあり、製品確保

が計画を下回り、総取扱加工実績も、計画に対し９４.３％にとどまりました。経営安定
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化のため、町より交付を受けた補助金については、冷凍庫ほか加工施設の整備費用等に充

当しましたが、債務超過の解消には至りませんでした。新年度は、取扱量の拡大を図り、

コストの削減に努めながら事業を進めてまいります。

以上が、株式会社遠軽農業振興公社の今期における事業の概要です。

次に、２ページ、庶務の概要、３ページ、株主名簿及び役員名簿につきましては、記載

のとおりでありますので、お目通しを願います。

４ページをごらん願います。

原料、加工実績でありますが、ホウレン草からカボチャまでと受託加工を合わせた合計

が、原料受入で１５５万５,１００キログラムの計画に対しまして１４３万１,４２８キ

ロ、加工数量は、９９万６,３７０キロの計画に対しまして８７万１,０７６キロの実績と

なっております。

５ページは貸借対照表でありまして、資産の部より御説明いたします。

流動資産につきましては、現金及び預金から貸倒引当金まで、合わせて１億１,９３６

万６,４３５円、固定資産は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産合わせて

３,９６５万６,８０９円で、資産の部合計は１億５,９０２万３,２４４円であります。

次に、負債の部でありますが、流動負債は、買掛金から未払給与まで合わせて１億５,

０００万６,９３２円、固定負債が、長期リース債務７８万１,７２５円で、負債の部合計

は１億５,０７８万８,６５７円であります。

次に、純資産の部でありますが、株主資本が８２３万４,５８７円、資本金５,０００万

円、利益剰余金、繰越利益剰余金が同額のマイナス４,１７６万５,４１３円となり、純資

産の部合計が株主資本と同額の８２３万４,５８７円であります。

これによりまして、負債、純資産の部合計は、資産の部合計と同額の１億５,９０２万

３,２４４円であります。

６ページをごらん願います。損益計算書について御説明いたします。

売上高でありますが、売上高から売上値引戻り高まで１億６,９３９万８,９３８円、売

上原価は、期首製品棚卸高から期末製品棚卸高まで１億４,７８２万１,２１６円となり、

売上総利益は２,１５７万７,７２２円となります。販売費及び一般管理費が２,３８０万

２,０８６円ですので、差し引き、マイナス２２２万４,３６４円が当期の営業利益であり

ます。

営業外収益につきましては、受取利息から雑収入まで１万９,６０２円、営業外費用は

支払利息割引料と雑損失で２９７万４,５５９円でありますので、差し引き、マイナス５

１７万９,３２１円が経常利益であります。

この経常利益と特別利益、貸倒引当金戻入と受入補助金の合計１,４０９万円を合わせ

た額から固定資産除却損、固定資産圧縮記帳損を合わせた特別損失７７６万２,０１６円

を差し引きますと、税引前当期純利益は１１４万８,６６３円となり、法人税及び住民税

１１４万６,５２９円を差し引いた額２,１３４円が当期純利益となります。
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次に、７ページ、製造原価報告書、８ページ、販売費及び一般管理費明細書であります

が、説明は省略させていただきますので、お目通し願います。

続きまして、９ページ、株主資本等変動計算書について御説明いたします。

株主資本の内訳は、資本金が５,０００万円、繰越利益剰余金の当期首残高がマイナス

４,１７６万７,５４７円で、当期変動額、当期純利益が２,１３４円ですので、当期末残

高はマイナス４,１７６万５,４１３円であります。利益剰余金合計も同様であります。

株主資本の合計でありますが、当期首残高が８２３万２,４５３円で、当期変動額が２,

１３４円でありますので、当期末残高は８２３万４,５８７円となります。純資産合計の

当期末残高も同額の８２３万４,５８７円であります。

１０ページは監査報告書でありますので、お目通し願います。

続きまして、別紙２、第２５期（平成２６年度）事業計画書について御説明いたしま

す。

事業の期間は、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの計画となっていま

す。

１ページをお開き願います。事業方針について、要約して御説明いたします。

国は、３本の矢による政策効果で景気回復が見込まれるとしておりますが、地方におい

てはその実感は余りなく、電気料金の値上げなどの影響で、製造業者は負担が増してきて

いるところです。加えて、ＴＰＰ問題や消費税率の引き上げによる消費動向等にも注視し

なければならないところであります。平成２６年度につきましては、主原料のカボチャは

地場産の優良な原料確保に努め、品質向上を重点に製造販売を行ってまいります。さらに

食に対する安心・安全は、消費者との共通の願いでもあり、衛生管理の徹底、あわせて安

全な操業と製品製造の効率化を目指してまいります。本年度の事業実施に当たっては、生

産コスト上昇により厳しい経営環境が予想されることから、より一層の経営安定化に向け

努力してまいります。

以上が、平成２６年度の事業方針であります。

２ページをごらん願います。原料加工計画書について御説明いたします。

本年度につきましては、チンゲン菜から小松菜まで原料数量を１,０４９トン、加工数

量を６８４.３トン見込んでおり、受託加工につきましては、玉ネギの原料処理量を２６

９トン、加工数量を１９０トンと見込んでおります。

３ページは、製造原価であります。材料費６,３８４万円、給与等の労務費５,０４０万

円、外注加工費１,１９８万円、消耗品費から雑費まで、製造経費が４,４７５万円であり

まして、製造原価総額は１億７,０９７万円の計画であります。

４ページをごらん願います。販売費及び一般管理費でありまして、業務委託管理費から

福利厚生費までの人件費９３３万円、消耗品費から雑費までの経費が１,３５６万円であ

りまして、販売費及び一般管理費総額は２,２８９万円の計画であります。

５ページをごらん願います。見積損益計算書で、純売上高は売上高委託加工料で１億
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９,９００万円、売上原価は当期製品製造原価１億７,０９７万円でありまして、差し引

き、売上純利益は２,８０３万円の見込みであります。販売費及び一般管理費を２,２８９

万円と見込み、営業利益は５１４万円の計画であります。営業外収益は、雑収入１万円、

営業外費用の支払利息割引料２９０万円とし、経常利益を２２５万円と見込んでおりま

す。

税引き前当期利益を、経常利益と同額の２２５万円、法人税等を５０万円と見込み、当

期利益は１７５万円の計画であります。これによりまして、当期未処理利益・損失も同額

の１７５万円を見込んでいるものであります。

以上で、株式会社遠軽農業振興公社の経営状況について説明を終わります。

これより報告第２号の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

杉本議員。

経営内容に関しては、相変わらず厳しいというところは理解は○１７番（杉本信一君）

できるのですけれども、平成２５年度でしたか、債務負担行為を入れたときに、毎年１,

４００万円ずつ入れていって、あの当時の計画では、２６年度に公社としての役割をバト

ンタッチしたいというようなことで、債務負担行為を認めてきた経緯があります。委員会

の中でも質問させていただきましたけれども、いつまでこの公社として遠軽町が携わって

いくのか、その長期的なこれからのビジョンですよね、どういう形でどういうふうにして

いきたいのか、その考え方を町長にお伺いしたいと思います。

佐々木町長。○議長（前田篤秀君）

債務負担行為で議決をいただいて、それで経営を立て直した形○町長（佐々木修一君）

で、えんゆう農協のほうに引き継ぐという計画のもとに進めさせていただいたところでは

ございます。これは委員会等でも報告しているということでございますけれども、施設の

老朽化等、こういったものにも、その債務負担行為、議決いただいたときには、入れてい

いよということもございましたし、現に施設が相当老朽化していたということもございま

して、全額がその経営の不振の分に入れ切れなかったということでございます。これにつ

きまして、まだ、とはいえ、施設のほう、衛生面もございます、報告しているとおりに。

そういった段階で、まずそちらをやっぱり優先的にやっていかなければ、これは営業自体

ができなくなるということもございまして、そういった措置をさせていただいているとこ

ろでございます。今後につきましては、これも報告していることだと思いますけれども、

毎年毎年のちょっと状況を見ながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。

杉本議員。○議長（前田篤秀君）

その当時のそれぞれの議員の認識の仕方に、もしかすると個人○１７番（杉本信一君）

差があるのかもしれないですけれども、債務負担行為を議決したときには、その時点でで

きるだけ早いタイミングでバトンタッチをするということが、だから、この債務負担行為

が終わるときには完全にバトンタッチをするのだろうと、できるのであろうという認識の

もとで私はいたわけですよね。今、町長言われたように、委員会でも説明がありましたけ
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れども、その部分に関して、優先事項として、どうしても衛生面での投資をしなくてはい

けないということは理解はできるのです。ただ、今回も上がってきましたけれども、屋根

の補修等も出てくる、町長言われるように、非常に老朽化した施設を、これから維持して

いくこと自体も、遠軽町にとっては非常に大きな負担になってくるのではないかという懸

念も拭えませんよね、これから先を考えていってもね。であれば、どの段階で、どういう

ふうにして引き継いでいただけるのかということの、ある程度、めどをつけてやっていか

ないと、いつまでも、このままずるずるずるずる行くのでしょうかということの、やっぱ

り我々としては不安を抱かずにいられないということですよね。そのあたり、えんゆう農

協さんとの話はどういう形になっているのか、お聞かせを願いたいと思います。

澤口農政林務課長。○議長（前田篤秀君）

長期的な協議ということで、お答えいたします。○農政林務課長（澤口浩幸君）

先ほど町長のほうからも答弁されたように、農協あるいは公社のほうから、民間移行の

時期を先延ばしということで昨年申し入れございまして、遠軽町としては、農業の振興あ

るいは雇用を守る上で、どうしてもこの農業振興公社は継続してやっていかなければなら

ないと。そのようなことの中で、めどというところでありますけれども、今後、農協ある

いは公社と緊密に連携をとりながら協議をしてまいる中で、借入の健全経営等がなされる

時期、あるいは既存率が５０％を切る時期というところをめどにしながら、協議しながら

進めてまいりたいということで話し合っております。御理解をお願いします。

杉本議員。○議長（前田篤秀君）

その軌道に乗ること自体が非常に難しい施設なのですよね。こ○１７番（杉本信一君）

の決算書を見ていてもしかり、もう長年見ていますけれども、やはり現実問題として、あ

れを解消できていないわけですよ。この決算書を見ても、まだ５,０００万円残っている

わけですよね。累積債務、累損の部分ですね。これ、解消するまでやるといったら、何十

年かかるのですかという話になりますよ。今、５０％という話出ましたけれども、では、

２,５００万円まで減らしていくのに、幾らつぎ込まなければいけないのという話が出て

きますよ。そこは、やっぱり少し考えていかなくてはいけないし、遠軽町としても、どう

いう形であるべきかということを考えていかなくてはいけないと思うのです。抜本的に、

この施設の運営のあり方自体も見直す必要が出てくるのではないかというふうに、これだ

け老朽化していっている中で、どういう形で、今後、この施設を利用することが効率が上

がるのかということも、やっぱり株主として考えて、その経営を好転させるための努力と

いうのが必要なのだろうというふうに思います。できれば、委員会の中でも申し上げまし

たけれども、こういう施設を利用して６次産業化を図っていく。今、単なる原料を加工し

てそのまま発送するのではなくて、６次産業としての可能性というものを切り開く、そう

いう拠点にするにはちょうどいいのではないのかなというふうに思うのですけれども、そ

のあたりは、将来的な見通しとしては何か考えがありますか。

澤口農政林務課長。○議長（前田篤秀君）
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お答えいたします。○農政林務課長（澤口浩幸君）

ただいま議員さんのほうからおっしゃられたことにつきましても、担当段階では、いろ

いろと今模索中でありまして、民間移行の先延ばしにつきましては、昨年末に農協のほう

から公社のほうにお話があったということなものですから、これから、それらのことも含

めまして、関係機関等と機密に連携をとりながら進めていくことで、何とか解消、そして

農業振興を進めてまいりたいというふうに思っておりますので御理解をお願いします。

佐々木町長。○議長（前田篤秀君）

今、今後のことにつきましては、課長が答弁申し上げたとおり○町長（佐々木修一君）

でございますけれども、まず、この公社だけに限らず、今、３本ほど公社の報告が上がっ

てございます。私の認識といたしましては、もちろん農業振興公社については、町の基本

であります農業の振興並びに雇用、そして、生田原の公社につきましても、生田原地域の

地域振興ですとか、それから、これから報告ございますスキー場についても、これは教育

の面、また自衛隊の関係の面だとか、さまざまな、町にとって必要であるという観点から

存在してございますし、今後もその経営については、経営はしっかりとやることをやっぱ

り会社なりにやっていただくとともに、やはり町としてもその存続については、形はどう

いう形になるかはまたいろいろ御議論ございましょうけれども、しっかりと続けていかな

ければならないなというふうに理解しているところでございますし、いろいろ、公費とい

う形で、これは指定管理であれ何であれ、同じでございます。今までいろいろな、過去か

ら、第三セクターだとか、いろいろな、言い方ちょっとどうかわかりませんけれども、目

先が変わった中でやってきてございますけれども、これは、すべからくやはり公費という

ものが入った中で、必要性があってやっているということでございます。そういったお金

が、やっぱり入っていくお金だけを考えるだけではなくて、やっぱりそのお金が回ってま

た雇用なり税収なりで返ってきている面もございます。そういった広い観点でもまた物を

考えながら私としては進めてまいりたいなというふうに考えておりますので、御理解を賜

りたいと思います。

ほかにございませんか。○議長（前田篤秀君）

山田議員。

今の杉本議員とかぶる部分もございますが、やはりこの遠軽農業○６番（山田和夫君）

振興公社をつくったときは、遠軽町の農業の所得を向上させようと、農協に単に品物を納

入するよりも、５％高い単価で農家から買わせていただいて加工に回す、そこで農家の所

得を上げるのだという目標を持って、実はこの農業振興公社を立ち上げたはずなのです

ね。ところが、報告書の４ページを見てみますと、この原料ですとか加工の実績などを見

ましてもそうなのですが、これ、対象とされている戸数を見てください。農家の中からホ

ウレン草ということで買い上げているのは２戸ですよ、上湧別の地域から。小松菜でいう

と、遠軽で２戸しか仕入れていない。こういう少ない戸数からしか製品を仕入れしかでき

なくて、そういうような加工場、こういう加工施設は、果たして将来性あるのかというこ
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となのですよ。

やはり、もう少しきちっと、遠軽町の基幹産業が農業だと言うのであれば、建物だって

年々年々老朽化をしていく、衛生面だって低下をしていくということを考えれば、どこか

で、建物だってやはりきちっと新しいものに変えていく、衛生面的なものだって、設備

だって、どこかで新しいものに当然変えていかなければいけない。そこで初めて、やはり

こういった品物を受け入れる戸数も増やしていく、そういった段取り、順番というか、順

序というものをきちんと計画を立てながら、こういったものを何年後には農協にきちんと

遠軽町から移管をさせるのだよ、それまでの間に何ぼ使うかということも含めて、やはり

きちんと計画を立てるということが今求められているのだろうというふうに思うのです。

やはり計画は平成２５年度で終わって、２６年度にはえんゆう農協に移管をするといっ

た目標ですから、ここがあと５年かかるのか何年かかるのかわかりませんけれども、やは

り今この時期から、そういった計画というものをもう一度練り直して、そして、我々議員

に対して、議会に対して、あるいは町民に対して、何年後にはこういった投資をしながら

きちんとやっぱり三セクの解消を図るということの計画を立てるということにすべきだと

いうふうに思うのですが、その考え方だけお聞かせをいただきたい。

佐々木町長。○議長（前田篤秀君）

山田議員のおっしゃっておられることは、全く同じでございま○町長（佐々木修一君）

して、先ほど来、課長なりも答弁しているのは、そういったことを踏まえた上で、今、会

社の中で、また農協もございます、そういったところと協議を進めていっているというこ

とでございますので御理解願います。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

以上で、報告第２号株式会社遠軽農業振興公社の経営状況についてを終わります。

１１時２５分まで、暫時休憩します。

午前１１時１１分 休憩

──────────────

午前１１時２４分 再開

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（前田篤秀君）

────────────────────────────────────

◎日程第６ 報告第３号

日程第６ 報告第３号株式会社フォーレストパークの経営状況に○議長（前田篤秀君）

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます

加藤企画課長。

報告第３号株式会社フォーレストパークの経営状況につい○企画課長（加藤俊之君）
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て、御説明いたします。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、株式会社フォーレストパークの経営状

況を次のとおり報告いたします。

別紙１が第１９期（平成２５年度）の事業報告書で、別紙２が第２０期（平成２６年

度）の事業計画書になってございます。

次のページをお開き願いたいと思います。

別紙１、第１９期（平成２５年度）事業報告書から御説明を申し上げたいと思います。

事業計画につきましては、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まででござい

ます。

１ページをお開き願いたいと思います。平成２５年度事業報告につきましては、読み上

げて報告といたします。

平成２５年度は、１１月２８日から人工降雪作業を開始し、ゲレンデコースの準備を進

め、１２月２１日仮オープン、１２月２４日本オープンをし、平成２６年３月２３日を

もって営業を終了いたしました。利用客の状況につきましては、１２月、１月と降雪が少

なく、全面滑走の遅れたことや、シーズンを通しまして週末のたびに暴風雪に見舞われる

など、思うように集客が得られませんでした。それでも、今期からＦＩＳ国際スキー連盟

公認の北海道選手権大会や国民体育大会冬期スキー大会競技会北海道予選などが行われ、

地方からの集客、それに伴う合宿誘致といたしましては、町の経済効果を含めまして、今

後の来場につながるよい結果を得られることができました。

営業実績概要でございます。

営業期間につきましては平成２５年１２月２１日から平成２６年３月２３日、営業日数

につきましては９３日、リフト利用者数につきましては２０万３３３９人、売上高につき

ましては２,２２８万３,２００円となってございます。

（２）の平成２５年度売上実績表なのですけれども、次のページ、別表第１のとおりで

ございます。実績表につきましては記載してございますので、お目通しをお願いしたいと

いうふうに思います。

３ページにつきましては、株主名簿及び役員名簿でございますので、こちらもお目通し

をお願いしたいというふうに思います。

次に、４ページをお開き願いたいと思います。４ページにつきましては、貸借対照表で

ございます。

資産の部につきましては、流動資産は現金及び預金等で３５７万８,４８９円、固定資

産は有形固定資産、無形固定資産、投資その他資産を合わせまして２,４０９万４６５円

で、資産の部合計は２,７６６万８,９５４円であります。

負債の部につきましては、流動負債は未払金、未払法人税等、預り金、未払消費税等、

合わせまして９２万９,０４８円で、負債の部合計も同額でございます。

純資産につきましては、株主資本は、資本金、利益剰余金を合わせまして２,６７３万
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９,９０６円で、純資産の部も同額でございます。

これによりまして、負債及び純資産の部合計は２,７６６万８,９５４円で、資産の部合

計と同額となります。

次に、５ページ、損益計算書につきまして御説明申し上げたいと思います。

純売上高につきましては、売上高２,２２８万３,２００円、売上原価につきましては、

当期商品仕入高９７万７７５円となり、売上総利益は２,１３１万２,４２５円になりま

す。

販売費及び一般管理費に３,７０１万２,６０６円を要しておりますので、営業利益金額

につきましては、マイナス１,５７０万１８１円でございます。

営業外収益につきましては、受取利息から雑収入まで９１万５,８８７円、営業外費用

は、雑損失で４０万５,４１０円となっておりまして、経常利益金額につきましてはマイ

ナス１,５１８万９,７０４円となります。

特別利益は、受取補助金の２,９１４万３,０００円であります。

特別損失につきましては、固定資産圧縮損１,９６５万３,６５８円であります。税引前

当期純利益金額につきましてはマイナス５７０万３６２円となり、法人税、住民税及び事

業税が２０万６,０００円ございますので、当期純利益につきましてはマイナス５９０万

６,３６２円となってございます。

６ページにつきましては、販売費及び一般管理費でございます。記載のとおりでありま

すので、お目通しをお願いしたいと思います。

次に、７ページの株主資本等変動計算書について御説明申し上げたいと思います。

株主資本の内訳につきましては、前期末資本金は８,０００万円で当期変動額がござい

ませんので、８,０００万円が当期末残高となります。当期変動額が発生してございまし

て、繰越利益剰余金の当期変動額は、当期純利益がマイナス５９０万６,３６２円で、前

期末残高がマイナス４,７３５万３,７３２円でありますので、当期末残高につきましては

マイナス５,３２６万９４円となります。株主資本の合計につきましては、資本金８,００

０万円を加えました２,６７３万９,９０６円で、純資産の合計も同額となります。

続きまして、８ページ、お開き願いたいと思います。８ページにつきましては、監査報

告書でございます。記載のとおりでございますので、お目通しをお願いしたいと思いま

す。

次に、別紙２をお開き願いたいと思います。別紙２の第２０期（平成２６年度）事業計

画書につきまして御説明を申し上げたいと思います。

事業計画期間につきましては、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まででご

ざいます。

１ページをお開き願いたいと思います。平成２６年度事業計画につきましては、読み上

げて御説明といたしたいと思います。

平成２６年度事業計画。



－ 24 －

《平成２６年６月９日》

１、事業。

人工降雪予定期間につきましては、平成２６年１２月４日から平成２７年１月１０日ま

で。

人工降雪予定日数につきましては、２５日間を予定してございます。

営業予定期間ですけれども、平成２６年１２月２０日から平成２７年３月２９日まで。

営業予定日数につきましては、１００日間でございます。

営業予定時間につきましては、午前９時から午後９時まで。ナイター営業につきまして

は、午後４時から午後９時まででございます。日没により開始の変更がございます。

利用見積人員ですけれども、２３万人を見込んでございます。ペアリフト１５万人、バ

ンビリフト８万人でございます。

売上見積につきましては、リフト券１,８００万円、シーズン券５００万円、売店・レ

ンタル等で１８０万円、合わせまして２,４８０万円を予定しているところでございま

す。

平成２６年度収支計画書につきましては、別表第２のとおり、次のページのとおりでご

ざいます。平成２６年度収支計画書につきましては、２ページに記載しておりますので、

お開き願いたいと思います。

収入につきましては、リフト券・シーズン券から受取補助金まで、合わせまして５,２

９３万６,０００円の計画でございます。

支出につきましては、商品仕入高から法人税・住民税まで、合わせまして５,２８６万

６,０００円の計画でございます。

収支差引合計７万円の利益を見込んでいるところでございます。

以上、簡単ですけれども、株式会社フォーレストパークの経営状況報告の説明を終わら

せていただきます。

これより、報告第３号の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

暫時休憩します。

午前１１時３２分 休憩

──────────────

午前１１時３４分 再開

再開します。○議長（前田篤秀君）

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

以上で、報告第３号株式会社フォーレストパークの経営状況について終わります。

────────────────────────────────────

◎日程第７ 報告第４号
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日程第７ 報告第４号平成２５年度遠軽町一般会計繰越明許費に○議長（前田篤秀君）

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

鈴木財政課長。

報告第４号平成２５年度遠軽町一般会計繰越明許費について○財政課長（鈴木光男君）

御説明いたします。

平成２５年度遠軽町一般会計予算の繰越明許費につきましては、別紙のとおり翌年度に

繰り越したので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものです。

別紙をお開き願います。

平成２５年度遠軽町一般会計繰越明許費繰越計算書。

２款総務費１項総務管理費、天狗平展望広場整備事業は、金額３３７万円を繰り越しし

たもので、財源内訳は、未収入特定財源として国道支出金が１３２万円、地方債が２００

万円、一般財源が５万円です。

３款民生費１項社会福祉費、障害者福祉システム改修事業は、金額８６万４,０００円

を繰り越ししたもので、財源内訳は、未収入特定財源として国道支出金が４３万２,００

０円、一般財源が４３万２,０００円です。

６款農林水産業費１項農業費、用排水路整備事業は、金額６,７００万円を繰り越しし

たもので、財源内訳は、未収入特定財源として国道支出金が３,５７５万円、地方債が２,

９２０万円、一般財源が２０５万円です。

８款土木費２項道路橋りょう費、路面性状調査事業は、金額７００万円を繰り越しした

もので、財源内訳は、未収入特定財源として国道支出金が４２０万円、一般財源が２８０

万円です。

８款土木費６項住宅費、栄行団地公営住宅建設事業は、金額８,０３０万円を繰り越し

したもので、財源内訳は、未収入特定財源として国道支出金が３,４００万円、地方債が

３,４００万円、一般財源が１,２３０万円です。

８款土木費６項住宅費、栄行団地公営住宅解体事業は、金額２８５万円を繰り越しした

もので、財源内訳は、未収入特定財源として国道支出金が１２５万６,０００円、一般財

源が１５９万４,０００円です。

８款土木費６項住宅費、学校通団地公営住宅大規模改修事業は、金額３,４３３万１,０

００円を繰り越ししたもので、財源内訳は、未収入特定財源として国道支出金が１,４９

０万円、一般財源が１,９４３万１,０００円です。

９款消防費１項消防費、Ｊアラート自動起動装置設置事業は、金額５３１万３,０００

円を繰り越ししたもので、財源内訳は、未収入特定財源として国道支出金が５３１万３,

０００円です。

１０款教育費１項教育総務費、遠軽高等学校教育振興補助事業は、金額１,９１８万円

を繰り越ししたもので、財源内訳は、既収入特定財源が１,９１８万円です。
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１０款教育費３項中学校費、遠軽中学校大規模改修事業は、金額１億５,３２５万２,０

００円を繰り越ししたもので、財源内訳は、未収入特定財源として国道支出金が１,９５

６万１,０００円、地方債が１億３,３５０万円、一般財源が１９万１,０００円です。

以上で説明を終わります。

これより、報告第４号の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

山田議員。

まことに申しわけありません。私、昨年の１１月に入院して以○６番（山田和夫君）

降、今月の７日に正式に退院をしてまいりまして復帰をさせていただいたのですが、この

間、委員会などにも出席をさせていただいて、ある程度お話は伺っているのですが、１点

だけ、ちょっと理解に苦しむ点がございますので、お教えをいただきたい。

といいますのは、この一番上に総務費の天狗平展望広場整備事業というのが載っている

のですが、図面を見せていただくと、天狗平に行くところの山の家に入る入り口というの

でしょうか、あそこの道路に畑を見おろす側のほうに駐車場をつくるという、確か図面

だったような記憶をしているのですが、あそこにつくって、あの下の畑ですよね、見おろ

すということになるのだと、僕は、白滝で８年間働いた経験から言うと、よくわかるので

すが、あそこを見おろすということになるのだというふうに思うのですが、その畑を見お

ろすためにこの展望台をつくるのかどうかがちょっと理解ができないものですから、どう

いう目的で、この展望広場というのは建設をされるのか、そこだけちょっとお聞かせをい

ただきたい。

高橋総務部長。○議長（前田篤秀君）

お答えいたします。○総務部長（高橋義久君）

畑を見おろすのではなくて、基本的には、あそこ一帯が火山のカルデラになっています

ので、そういう地形とか、あと、向こう側のほうに、地形の、赤石山だけではなくて…

…。（発言する者あり）

基本的には、地質ですね、要するに、ジオパークの地質、あの辺一帯カルデラの部分

と、赤石山、あと、あじさいは見えないのですけれども……、そういう地形を案内する

と。そこに地形の案内板を開設しまして、そこに来ていただいて、そういう地形の説明を

して見ていただくということで、ジオポイントの一つとして案内板を設置した中で、要す

るに、ジオパークのポイントの一つとして設置するということで御理解いただきたいと思

います。

山田議員。○議長（前田篤秀君）

本当に説明する側も聞く側も苦しんで聞いていますので、申し訳○６番（山田和夫君）

ないのですが、よく展望台に行きますと、どこもそうなのですが、パノラマを見せるよう

に板を置いてありまして、そこに山の景色を描いて、こちらの山は何山ですよ、こちらは

何山ですよ、こちらは何岳ですよと。そこには望遠鏡が付いていて、それも見えるように

なっているというような展望台というのはよく見かけるのですが、全道各地で見られるそ
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ういう一般的なものを見せて、要するに、遠軽で言うとジオパークの、そういったもの

が、赤石山ならこっちですよ、あじさいの滝ならこっちですよだとか、そういったものを

方向的に示すような、そういう展望台に仕上げるという理解でよろしいのでしょうか。

高橋総務部長。○議長（前田篤秀君）

はっきり詳細の部分について記憶してございませんけれど○総務部長（高橋義久君）

も、基本的には、そこから見えるそこの地域一帯が、もとのカルデラという部分の中でそ

うなっていますので、そこのポイントの説明と、一応ジオポイントの説明をしてやるとい

うことで、畑がどうのこうのということではないので、あくまでも地質上のポイントとい

うことの看板ですので、当然、そういう説明をした中でやるということで御理解をいただ

きたいと思います。望遠鏡とかそういう部分については、設置する予定にはなっておりま

せんので、あくまでも休憩室で、そこから地形を見ていただくということの広場でござい

ます。駐車場を備えた広場になってございます。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

以上で、報告第４号平成２５年度遠軽町一般会計繰越明許費についてを終わります。

────────────────────────────────────

◎日程第８ 承認第１号から日程第１１ 承認第４号まで

日程第８ 承認第１号専決処分の承認を求めることについて、日○議長（前田篤秀君）

程第９ 承認第２号専決処分の承認を求めることについて、日程第１０ 承認第３号専決

処分の承認を求めることについて、日程第１１ 承認第４号専決処分の承認を求めること

について、以上４件は関連がありますので、一括して議題といたします。

上程の順より提出者の説明を求めます。

鈴木財政課長。

承認第１号専決処分の承認を求めることについて御説明いた○財政課長（鈴木光男君）

します。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成２５年度遠軽町一般会計補正予算

（第１０号）について、別紙のとおり専決処分をしましたので、同法第１７９条第３項の

規定により報告し、承認を求めるものです。

次のページをお開き願います。

専決第１号。

専決処分書について御説明いたします。

平成２５年度遠軽町一般会計補正予算（第１０号）は、地方譲与税、地方消費税交付

金、地方交付税等が確定したため、平成２６年３月３１日付で専決処分を行ったものであ

ります。

次のページ、別紙をお開き願います。
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平成２５年度遠軽町一般会計補正予算（第１０号）につきましては、既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ１１億４,９３４万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を１５３億１,２２４万６,０００円としたものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。

地方債の補正は、「第２表 地方債補正」により御説明いたします。

次のページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。

１款町税につきましては、１項町民税に８,３１９万４,０００円追加、２項固定資産税

に４６０万３,０００円追加、３項軽自動車税に７万２,０００円追加、４項たばこ税に８

６７万１,０００円追加、５項入湯税に６９万５,０００円追加、６項都市計画税に９３万

８,０００円追加し、総額を２０億８,９７４万９,０００円としたものです。

２款地方譲与税につきましては、１項地方揮発油譲与税に１２６万５,０００円追加、

２項自動車重量譲与税に５６２万４,０００円追加し、総額を１億８,０８８万９,０００

円としたものです。

３款利子割交付金につきましては、１項利子割交付金に１７４万３,０００円追加し、

総額を５７４万３,０００円としたものです。

４款配当割交付金につきましては、１項配当割交付金に３５０万６,０００円追加し、

総額を５００万６,０００円としたものです。

５款株式等譲渡所得割交付金につきましては、１項株式等譲渡所得割交付金に６４２万

８,０００円追加し、総額を６８２万８,０００円としたものです。

６款地方消費税交付金につきましては、１項地方消費税交付金に１,８７１万円追加

し、総額を２億１,８７１万円としたものです。

７款自動車取得税交付金につきましては、１項自動車取得税交付金に１,６６８万４,０

００円追加し、総額を４,６６８万４,０００円としたものです。

８款国有提供施設等所在市町村助成交付金につきましては、１項国有提供施設等所在市

町村助成交付金に１１１万４,０００円追加し、総額を４６１万４,０００円としたもので

す。

９款地方特例交付金につきましては、１項地方特例交付金に１９９万１,０００円追加

し、総額を７９９万１,０００円としたものです。

１０款地方交付税につきましては、１項地方交付税に１０億８,２３８万２,０００円追

加し、総額を８２億８,０９２万７,０００円としたものです。

１１款交通安全対策特別交付金につきましては、１項交通安全対策特別交付金に３万

７,０００円追加し、総額を３０３万７,０００円としたものです。

１６款財産収入につきましては、１項財産運用収入に８７万８,０００円追加し、総額

を５,２３８万６,０００円としたものです。
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１７款寄附金につきましては、１項寄附金に３４２万円追加し、総額を４,２４４万円

としたものです。

２０款諸収入につきましては、５項雑入を８,３００万８,０００円減額し、総額を１億

３,１６９万５,０００円としたものです。

２１款町債につきましては、１項町債を９６０万円減額し、総額を１８億１６０万円と

したものです。

これによりまして、歳入合計１４１億６,２８９万９,０００円に１１億４,９３４万７,

０００円追加し、総額を１５３億１,２２４万６,０００円としたものです。

次に、歳出について御説明いたします。

２款総務費につきましては、１項総務管理費に１２億８,１４９万５,０００円追加し、

総額を４３億４,７３３万４,０００円としたものです。

３款民生費につきましては、１項社会福祉費を１億１０６万２,０００円減額し、総額

を２５億５,６９９万４,０００円としたものです。

４款衛生費につきましては、１項保健衛生費を８３万４,０００円減額し、総額を１２

億２,４６２万８,０００円としたものです。

８款土木費につきましては、１項土木管理費に３万１,０００円追加、２項道路橋りょ

う費を１,５１５万５,０００円減額、３項河川費を４５０万８,０００円減額し、総額を

１９億８,４４７万８,０００円としたものです。

１０款教育費につきましては、１項教育総務費に３００万３,０００円追加し、総額を

１２億２,０９３万３,０００円としたものです。

１２款公債費につきましては、１項公債費を１,３６２万３,０００円減額し、総額を２

３億２,２２４万５,０００円としたものです。

これによりまして、歳出合計１４１億６,２８９万９,０００円に１１億４,９３４万７,

０００円を追加し、総額を歳入歳出同額の１５３億１,２２４万６,０００円としたもので

す。

次に、第２表、地方債補正について御説明いたします。

地方債の変更につきましては、市街地４０号ＪＲ推進事業が、額の確定により限度額

３,８００万円を２,８６０万円としたものです。３・６・９岩見通道路改良事業は、額の

確定により限度額６８０万円を６６０万円としたものです。起債の方法、利率、償還の方

法は、補正前と同様であります。

なお、参照資料として３０ページに地方債に関する調書を記載しておりますので、お目

通し願います。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略しまして、歳出から御説明いた

します。

１２ページをお開き願います。

３、歳出。
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２款総務費１項総務管理費１目一般管理費、総務一般経費８,３８５万５,０００円の減

額につきましては、丸瀬布小学校児童損害賠償請求事件の判決確定による不用額の減額で

あります。手数料は、執行額がありませんでしたので全額の減額、損害賠償請求事件訴訟

代理人委託料は、法律事務所への支払額が４４０万５,０００円で執行残２５万７,０００

円の減額、損害賠償請求事件賠償金は、原告への支払額が１２３万８,０００円で執行残

８,３２１万５,０００円の減額であります。なお、これら費用については、全額、総合賠

償補償保険から補塡されますので、歳入においても同額の減額となっています。

１５目基金運営費、基金運営事業１３億６,５３５万円につきましては、地方交付税及

び基金利子等の確定により積立金に追加するものであります。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費、１、国民健康保険事業９,６８５万７,

０００円の減額は、国民健康保険特別会計の補正に伴うものです。２、後期高齢者医療事

業４２０万５,０００円の減額は、後期高齢者医療特別会計の補正に伴うものです。

４款衛生費１項保健衛生費４目環境衛生費、環境衛生一般経費８３万４,０００円の減

額につきましては、昨年の９月議会で補正しました飲料水確保事業補助金でありまして、

安国地区に居住する住民より、井戸水の水質が悪化したため新たにボーリングを行い飲料

水を確保したいとの要望があり計上したところですが、３月に入って御本人より事業中止

の申請があったため、減額するものであります。

８款土木費１項土木管理費１目土木総務費、土木総務一般経費３万１,０００円の追加

につきましては、土地開発基金利子の精査によるものです。

２項道路橋りょう費２目道路橋りょう維持費、１、道路橋りょう維持事業７５３万円の

減額につきましては、町道の維持補修等に係る執行精査であります。２、除雪対策事業６

２２万５,０００円の減額につきましては、道路除排雪業務等に係る執行精査でありま

す。

３目道路橋りょう新設改良費、道路新設改良事業１４０万円の減額につきましては、社

名渕原野道路阿部橋架替工事負担金の減によるものです。

３項河川費１目河川総務費、河川維持管理事業４５０万８,０００円の減額につきまし

ては、河川の維持管理に要する借上料等の執行精査であります。

４項都市計画費２目街路事業費は、財源の振り替えです。

１０款教育費１項教育総務費３目教育振興費、奨学資金貸付事業３００万３,０００円

の追加は、指定寄附金及び基金利子の精査であります。

１２款公債費１項公債費２目利子、公債費償還利子１,３５０万４,０００円の減額につ

きましては、町債償還利子及び一時借入金利子の精査であります。

３目公債諸費、公債費償還諸費１１万９,０００円の減額につきましては、起債の借り

入れ及び償還に伴う手数料の精査であります。

次に、歳入について御説明いたします。

８ページをお開き願います。
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２、歳入。

１款町税１項町民税１目個人町民税５,９９５万５,０００円は、現年課税分の追加及び

滞納繰越分の減額です。

２目法人町民税２,３２３万９,０００円は、現年課税分の追加及び滞納繰越分の減額で

す。

２項固定資産税１目固定資産税４６０万３,０００円は、現年課税分の追加及び滞納繰

越分の減額です。

３項軽自動車税１目軽自動車税７万２,０００円は、現年課税分の追加及び滞納繰越分

の減額です。

４項たばこ税１目町たばこ税８６７万１,０００円は、現年課税分の追加です。

５項入湯税１目入湯税６９万５,０００円は、現年課税分の追加です。

６項都市計画税１目都市計画税９３万８,０００円は、現年課税分の追加及び滞納繰越

分の減額です。

２款地方譲与税１項地方揮発油譲与税１目地方揮発油譲与税は、１２６万５,０００円

の追加です。２項自動車重量譲与税１目自動車重量譲与税は、５６２万４,０００円の追

加です。

３款利子割交付金１項利子割交付金１目利子割交付金は、１７４万３,０００円の追加

です。

４款配当割交付金１項配当割交付金１目配当割交付金は、３５０万６,０００円の追加

です。

５款株式等譲渡所得割交付金１項株式等譲渡所得割交付金１目株式等譲渡所得割交付金

は、６４２万８,０００円の追加です。

６款地方消費税交付金１項地方消費税交付金１目地方消費税交付金は、１,８７１万円

の追加です。

７款自動車取得税交付金１項自動車取得税交付金１目自動車取得税交付金は、１,６６

８万４,０００円の追加です。

８款国有提供施設等所在市町村助成交付金１項国有提供施設等所在市町村助成交付金１

目国有提供施設等所在市町村助成交付金は、１１１万４,０００円の追加です。

９款地方特例交付金１項地方特例交付金１目地方特例交付金は、１９９万１,０００円

の追加です。

１０款地方交付税１項地方交付税１目地方交付税１０億８,２３８万２,０００円は、普

通交付税及び特別交付税の追加です。

１１款交通安全対策特別交付金１項交通安全対策特別交付金１目交通安全対策特別交付

金は、３万７,０００円の追加です。

１６款財産収入１項財産運用収入２目利子及び配当金８７万８,０００円の追加は、基

金利子の確定によるものです。
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１７款寄附金１項寄附金２目指定寄附金３４０万円の追加につきましては、社会福祉振

興資金として、東町１丁目、川内岩夫様から１０万円、紋別市、沼田徳光様から３０万

円、奨学資金貸付資金として湧別町株式会社渡辺組様から３００万円。次に、３目ふるさ

と納税寄附金２万円の追加につきましては、匿名希望者様３名の方からによるものです。

以上、いただきました寄附金については、寄附者の御意思に沿いまして予算措置をしたと

ころです。

２０款諸収入５項雑入６目雑入８,３００万８,０００円の減額につきましては、宝くじ

交付金の確定による追加及び損害賠償請求事件の判決確定による総合賠償補償保険金の減

額であります。

２１款町債１項町債５目土木債９６０万円の減額につきましては、市街地４０号ＪＲ推

進事業債及び３・６・９岩見通道路改良事業債の精査であります。

以上で説明を終わります。

昼食のため、１時まで暫時休憩いたします。○議長（前田篤秀君）

午後 ０時００分 休憩

──────────────

午後 ０時５８分 再開

会議を再開します。○議長（前田篤秀君）

渡辺住民生活課長。

承認第２号専決処分の承認を求めることについてを御○住民生活課長（渡辺喜代則君）

説明いたします。

地方自治法第１７９条第１項の規定の基づき、平成２５年度遠軽町国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）につきまして、別紙のとおり専決処分をしましたので、同法第１７

９条第３項の規定により報告し、承認を求めるものです。

次のページをお開き願います。

専決第２号。

専決処分書について御説明いたします。

平成２５年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につきましては、国庫支

出金、療養給付費交付金、前期高齢者交付金等が確定したため、平成２６年３月３１日付

で専決処分を行ったものであります。

次のページの別紙をお開き願います。

平成２５年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につきましては、既定の

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億４,９０４万円を減額し、歳入歳出予算の

総額を２５億７,０１８万１,０００円としたものです。補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」により御説明いたします。

１ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。
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３款国庫支出金につきましては、１項国庫負担金を６,７３２万７,０００円減額、２項

国庫補助金に６７万２,０００円を追加し、総額を４億９,９０６万９,０００円としたも

のです。

４款療養給付費交付金につきましては、１項療養給付費交付金に４５１万５,０００円

を追加し、総額を７,７４６万７,０００円としたものです。

５款前期高齢者交付金につきましては、１項前期高齢者交付金を９８３万２,０００円

減額し、総額を８億３,６３０万４,０００円としたものです。

６款道支出金につきましては、１項道負担金を１８９万６,０００円減額、２項道補助

金を１,９５４万７,０００円減額し、総額を１億２,４４６万４,０００円としたもので

す。

７款共同事業交付金につきましては、１項共同事業交付金を９３０万１,０００円を減

額し、総額を２億８,６１６万２,０００円としたものです。

９款繰入金につきましては、１項他会計繰入金を９,６８５万７,０００円減額し、総額

を２億３,８３７万円としたものです。

１０款繰越金につきましては、１項繰越金に４,１６４万４,０００円を追加し、総額を

７,６４７万２,０００円としたものです。

１１款諸収入につきましては、１項延滞金、加算金及び過料に７０万９,０００円を追

加、３項雑入に８１８万円を追加し、総額を９２０万円としたものです。

これによりまして、歳入合計２７億１,９２２万１,０００円から１億４,９０４万円を

減額し、総額を２５億７,０１８万１,０００円としたものです。

次に、歳出について御説明いたします。

２ページをお開き願います。

２款保険給付費につきましては、１項療養諸費を１億３,１８４万円減額し、総額を１

７億３,４０２万１,０００円としたものです。

７款共同事業拠出金につきましては、１項共同事業拠出金を１,７２０万円減額し、総

額を３億１,３０９万５,０００円としたものです。

これによりまして、歳出合計２７億１,９２２万１,０００円から１億４,９０４万円を

減額し、総額を歳入歳出同額の２５億７,０１８万１,０００円としたものです。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から御

説明いたします。

１０ページをお開き願います。

３、歳出。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、財源の振り替えです。

２款保険給付費１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費の１億３,１８４万円は、給

付費負担金の確定による減額と財源の振り替えです。

同じく２款２項高額療養費１目一般被保険者高額療養費は、財源の振り替えです。
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３款後期高齢者支援金等１項同支援金等１目同支援金は、財源の振り替えです。

６款介護納付金１項同納付金１目同納付金は、財源の振り替えです。

７款共同事業拠出金１項同拠出金１目高額医療費共同事業拠出金は、同拠出金の確定に

よる７５０万円の減額です。

２目保険財政共同安定化事業拠出金は、同拠出金の確定による９７０万円の減額と財源

の振り替えです。

次に、歳入について御説明いたします。

戻りまして、６ページをお開き願います。

２、歳入。

３款国庫支出金１項国庫負担金１目療養給付費等負担金６,５４３万円の減額は、負担

金の確定による精査です。

同じく３款１項２目高額医療費共同事業負担金１８９万７,０００円の減額は、負担金

の確定による精査です。

同じく３款２項国庫補助金１目財政調整交付金５３万９,０００円は、交付金の確定に

よる追加です。

同じく３款２項２目高齢者医療制度円滑運営事業補助金１３万３,０００円は、補助金

の確定による追加です。

４款療養給付費交付金１項同交付金１目同交付金４５１万５,０００円は、交付金の確

定による追加です。

５款前期高齢者交付金１項同交付金１目同交付金９８３万２,０００円の減額は、交付

金の確定による精査です。

６款道支出金１項道負担金１目高額医療費共同事業負担金１８９万６,０００円の減額

は、負担金の確定による精査です。

同じく６款２項道補助金１目財政調整交付金１,９５４万７,０００円の減額は、交付金

の確定による精査です。

７款共同事業交付金１項同交付金１目高額医療費共同事業交付金２,３２５万９,０００

円は、交付金の確定による追加です。

同じく７款１項２目保険財政共同安定化事業交付金３,２５６万円の減額は、交付金の

確定による精査です。

９款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１節保険基盤安定繰入金２２８万７,

０００円の減額、２節その他一般会計繰入金９,４５７万円の減額は、繰入金の確定によ

る精査です。

１０款繰越金１項繰越金１目繰越金４,１６４万４,０００円は、前年度繰越金額の確定

による追加です。

１１款諸収入１項延滞金、加算金及び過料１目一般被保険者延滞金７０万９,０００円

は、延滞金額の確定による追加です。
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同じく１１款３項雑入２目一般被保険者第三者納付金８１８万円は、納付金の確定によ

る追加です。

以上で説明を終わります。

渡辺住民生活課長。○議長（前田篤秀君）

承認第３号専決処分の承認を求めることについてを御○住民生活課長（渡辺喜代則君）

説明いたします。

地方自治法第１７９条第１項の規定の基づき、平成２５年度遠軽町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）につきましては、別紙のとおり専決処分をしましたので、同法第

１７９条第３項の規定により報告し、承認を求めるものです。

次のページをお開き願います。

専決第３号。

専決処分書について御説明いたします。

平成２５年度遠軽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきまして、一般会

計繰入金額が確定したため、平成２６年３月３１日付で専決処分を行ったものです。

次のページ、別紙をお開き願います。

平成２５年度遠軽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定

の歳入歳出予算に変更がなく、総額を２億８,６７９万２,０００円としたものです。補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」により御説明いたします。

１ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。

１款後期高齢者医療保険料につきましては、１項後期高齢者医療保険料に３３９万７,

０００円を追加し、総額を２億２７万７,０００円としたものです。

４款繰入金につきましては、１項他会計繰入金を４２０万５,０００円減額し、総額を

８,５６７万９,０００としたものです。

５款繰越金につきましては、１項繰越金に８０万８,０００円を追加し、総額を８０万

９,０００円としたものです。

これによりまして、歳入合計の総額２億８,６７９万２,０００円に変更ありません。

次に、歳出について御説明いたします。

２ページをお開き願います。

歳出科目の補正はありませんので、歳出合計の総額は、歳入歳出同額の２億８,６７９

万２,０００円に変更ありません。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から御説

明いたします。

８ページをお開き願います。

３、歳出。

２款後期高齢者医療広域連合納付金１項同納付金１目同納付金は、広域連合納付金の確
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定による財源の振り替えです。

次に、歳入について御説明いたします。

戻りまして、６ページをお開き願います。

１款後期高齢者医療保険料１項同保険料１目同保険料３３９万７,０００円の追加は、

現年度分保険料の確定による精査です。

４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金４２０万５,０００円は、１節保険基

盤安定繰入金２万８,０００円の追加と、２節その他一般会計繰入金４２３万３,０００円

の減額で、繰入金の確定による精査です。

５款繰越金１項繰越金１目繰越金８０万８,０００円の追加は、前年度繰越金の確定に

よる精査です。

以上で説明を終わります。

松橋保健福祉課長。○議長（前田篤秀君）

承認第４号専決処分の承認を求めることについて御説明○保健福祉課長（松橋行雄君）

いたします。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成２５年度遠軽町介護保険特別会計補

正予算（第３号）について、別紙のとおり専決処分をしましたので、同法第１７９条第３

項の規定により報告し、承認を求めるものです。

次のページをお開き願います。

専決第４号。

専決処分書について御説明いたします。

平成２５年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、基金利子の増額に伴い、

平成２６年３月３１日付で専決処分を行ったものです。

次のページ、別紙をお開き願います。

平成２５年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、既定の歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１５億３,６５２万

２,０００円としたものです。補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算

補正」により御説明いたします。

１ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。

７款財産収入につきましては、１項財産運用収入に５,０００円追加し、総額を８万円

としたものです。

これによりまして、歳入合計１５億３,６５１万７,０００円に５,０００円追加し、総

額を１５億３,６５２万２,０００円としたものです。

２ページをお開き願います。

次に、歳出について御説明いたします。

４款基金積立金につきましては、１項基金積立金に５,０００円追加し、総額を８万円
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としたものです。

これによりまして、歳出合計１５億３,６５１万７,０００円に５,０００円追加し、総

額を１５億３,６５２万２,０００円としたものです。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、歳出から御説明

いたします。

８ページをお開き願います。

３、歳出。

４款基金積立金１項基金積立金１目基金積立金５,０００円につきましては、介護給付

準備基金利子積立に伴う追加であります。

次に、歳入について御説明いたします。

６ページをお開き願います。

２、歳入。

７款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金５,０００円につきましては、介護

給付準備基金利子の追加であります。

以上で説明を終わります。

これより、一括上程しました承認４件の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

質疑は、各案件ごとに行います。

これより、承認第１号の質疑を行います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

２款総務費、１２ページから１３ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、３款民生費、１４ページから１５ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、４款衛生費、１６ページから１７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、８款土木費、１８ページから２５ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、１０款教育費、２６ページから２７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、１２公債費、２８ページから２９ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

１款町税、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

２款地方譲与税、８ページから９ページ。○議長（前田篤秀君）
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（「なし」と呼ぶ者あり）

３款利子割交付金、８ページから９ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

４款配当割交付金、８ページから９ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

５款株式等譲渡所得割交付金、８ページから９ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

６款地方消費税交付金、８ページから９ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

７款自動車取得税交付金、８ページから１１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

８款国有提供施設等所在市町村助成交付金、１０ページから１１○議長（前田篤秀君）

ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

９款地方特例交付金、１０ページから１１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

１０款地方交付税、１０ページから１１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

１１款交通安全対策特別交付金、１０ページから１１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

１６款財産収入、１０ページから１１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

１７款寄附金、１０ページから１１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

２０款諸収入、１０ページから１１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

２１款町債、１０ページから１１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、第２表 地方債補正、４ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で、承認第１号の質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

次に、承認第２号の質疑を行います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

１款総務費、１０ページから１１ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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２款保険給付費、１２ページから１５ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

３款後期高齢者支援金等、１６ページから１７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

６款介護納付金、１８ページから１９ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

７款共同事業拠出金、２０ページから２１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

３款国庫支出金、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

４款療養給付費交付金、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

５款前期高齢者交付金、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

６款道支出金、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

７款共同事業交付金、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

９款繰入金、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

１０款繰越金、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

１１款諸収入、６ページから９ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で、承認第２号の質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

次に、承認第３号の質疑を行います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

２款後期高齢者医療広域連合納付金、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

１款後期高齢者医療保険料、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

４款繰入金、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
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５款繰越金、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で、承認第３号の質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

次に、承認第４号の質疑を行います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

４款基金積立金、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

７款財産収入、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で、承認第４号の質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

これより、一括上程した承認４件を採決します。

採決は、上程の順より各案件ごとに行います。

承認第１号専決処分の承認を求めることについてを採決します。

本案は、討論を省略して、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり承認されました。

次に、承認第２号専決処分の承認を求めることについてを採決します。

本案は、討論を省略して、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり承認されました。

次に、承認第３号専決処分の承認を求めることについてを採決します。

本案は、討論を省略して、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり承認されました。

次に、承認第４号専決処分の承認を求めることについてを採決します。

本案は、討論を省略して、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり承認されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１２ 諮問第１号
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日程第１２ 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議○議長（前田篤秀君）

題といたします。

提出者の説明を求めます。

佐々木町長。

諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について御説明いたしま○町長（佐々木修一君）

す。

人権擁護委員梅原るみ子氏が平成２６年９月３０日をもって任期満了となるため、後任

の候補者を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求め

るものであります。

住所、遠軽町白滝２３９番地３。氏名、梅原るみ子。生年月日、昭和２６年４月９日で

あります。

梅原るみ子氏は、人格識見ともに高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解

のある方でありますので、人権擁護委員候補者としまして推薦いたしたく、議会の意見を

求めるものであります。

なお、御本人の略歴につきましては、別紙の参考資料を御参照いただきたいと思いま

す。

以上で説明を終わります。

これより、諮問第１号の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。

本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

────────────────────────────────────

◎日程第１３ 議案第１号

日程第１３ 議案第１号表彰についてを議題とします。○議長（前田篤秀君）

提出者の説明を求めます。

舟木総務課長。

議案第１号表彰について御説明いたします。○総務課長（舟木淳次君）

遠軽町表彰条例第２条の規定により、次のとおり表彰したく、議会の議決を求めるもの

であります。

１といたしまして、遠軽町表彰条例第２条第３号ウに該当いたします社会功労でありま

して、紋別市落石町２丁目２４番３号、沼田徳光様から社会福祉振興資金といたしまして
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３０万円、遠軽町岩見通北４丁目１番地７、宇野窈子様から社会福祉振興資金といたしま

して３０万円の御寄附をいただいたものであります。

２といたしまして、遠軽町表彰条例第２条第３号エに該当いたします社会功労でありま

して、湧別町中湧別南町９２９番地の１、株式会社渡辺組様から奨学資金貸付資金といた

しまして３００万円御寄附をいただいたものであります。

以上、個人２件、法人１件につきまして、遠軽町表彰条例に基づき表彰したく、提案す

るものであります。

以上で説明を終わります。

これより、議案第１号の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第１号表彰についてを採決します。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１４ 議案第２号

日程第１４ 議案第２号遠軽町過疎地域自立促進市町村計画の変○議長（前田篤秀君）

更についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤企画課長。

議案第２号遠軽町過疎地域自立促進市町村計画の変更につい○企画課長（加藤俊之君）

て御説明いたします。

遠軽町過疎地域自立促進市町村計画を変更したいので、過疎地域自立促進特別措置法第

６条第７項の規定により、議会の議決を求めるものであります。

平成２２年９月定例会におきまして、計画の策定を御決定いただいております遠軽町過

疎地域自立促進市町村計画ですが、この市町村計画につきましては、御存じのとおり、過

疎地域市町村の自立促進を図るための総合計画、地域計画としての性格を備えており、そ

れぞれの地域の状況を踏まえまして、地域の特性を生かしつつ、地域の自立の促進を図

り、もって住民福祉の向上、雇用の拡大、地域格差の是正及び美しく風格ある風土の形成

に寄与することを目的に策定したものでございます。今回、この計画の一部を変更するも

のでございます。

過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項には、過疎地域の市町村は自立促進方針に基

づき、当該市町村の議会の議決を経て、過疎地域自立促進市町村計画を定めることができ
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るという規定がございまして、さらに、この場合において当該市町村は、あらかじめ都道

府県に協議しなければならないという規定がされております。この第７項に読み替え規定

がございまして、この規定は変更についても準用するということになってございます。今

回の計画の変更につきましては、本来、北海道知事との協議が必要ではございますけれど

も、軽微な変更となるため協議の必要がございませんが、法の規定によりまして、議会の

議決を定めようとするものでございます。

今回の変更につきましては、医療の確保及び教育の振興でございます。平成２６年度当

初予算におきまして議決をいただいております丸瀬布厚生病院の医療機器購入に対する補

助金及び丸瀬布歯科診療所診療台購入費及び丸瀬布学校給食センター整備事業、さらに

ロックバレースキー場圧雪車購入費につきまして、財源といたしまして過疎対策事業債を

借り入れ、充当するため、計画を変更し、事業計画に追加するものでございます。この計

画に登載されておりません事業につきましては過疎対策事業債の借り入れができないとい

うものでございまして、実施段階においては極めて重要な計画となるものでございます。

次のページをお開き願いたいと思います。

変更の内容ですが、別紙により御説明を申し上げたいと思います。

左側が変更前、右側が変更後でございます。

最初に、６番の医療の確保に係る分についてでございます。

事業計画について、事業名の（１）診療施設の病院の事業内容に電子カルテシステム一

式、診療所の事業内容に歯科診療所医療機器の更新、診療ユニット、さらに事業主体に

「町」をそれぞれ追加するものでございます。

変更の理由につきましては、電子カルテシステム一式につきましては、地域医療の充実

と維持確保を図るため、丸瀬布厚生病院において医療機器を整備する必要があることか

ら、助成を行うため、計画に追加するものでございます。

また、歯科診療所医療機器の更新、診療ユニットにつきましては、地域医療の充実と維

持確保を図るため、丸瀬布、生田原及び白滝歯科診療所の設備を整えるため、計画に追加

するものでございます。

続きまして、７番の教育の振興に関わる部分につきまして御説明申し上げたいと思いま

す。

（１）現況と問題点のア、学校教育に係る本文の中の学校給食に係る文言につきまし

て、「学校給食については、自校、センター両方式で実施しているが、逐次整備を行って

きたことから、今後、施設の老朽化に対応していくため、新設及び改修について計画的に

進める必要がある」。さらに、イの社会教育に係る本文の中のロックバレースキー場に係

る文言につきましては、「遠軽地域の教育的・社会的にも重要な施設であるロックバレー

スキー場については、老朽化によるリフトの改修のほか、コース整備作業の効率化と安全

性の確保を図るため、圧雪車等の機器の更新が必要である」に変更するものでございま

す。
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次のページをお開き願いたいと思います。

（２）その対策といたしまして、アの学校教育の④に「学校給食施設の整備を図る」を

追加いたします。

次に、事業計画ですけれども、事業名（１）学校教育関連施設、給食施設の事業内容に

丸瀬布学校給食センター整備事業、事業主体に「町」をそれぞれ追加するものでございま

す。変更の理由につきましては、安全・安心な学校給食を提供するため、丸瀬布学校給食

センターを整備するため、計画に追加するものでございます。

次に、（３）集会施設、体育施設等の体育施設の事業内容にロックバレースキー場圧雪

車購入事業、圧雪車１台、事業主体に「町」をそれぞれ追加するものでございます。変更

の理由につきましては、体育施設の整備と機能の充実及び施設の効果的利用を促進するた

め、圧雪車を整備するために計画に追加するものでございます。

次のページにつきましては、過疎地域自立促進市町村計画の参考資料でございます。今

回の変更した事業を追加した部分の年度別の事業計画を、事業名、事業内容、事業主体、

概算事業費、年度区分を掲載しておりますので、お目通しをお願いしたいと思います。

以上、簡単ですけれども、説明を終わらせていただきます。

これより、議案第２号の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第２号遠軽町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてを採決しま

す。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１５ 議案第３号及び日程第１６ 議案第４号

日程第１５ 議案第３号北海道町村議会議員公務災害補償等組合○議長（前田篤秀君）

規約の変更について、日程第１６ 議案第４号北海道市町村総合事務組合規約の変更につ

いて、以上２件は関連がありますので、一括して議題といたします。

上程の順より提出者の説明を求めます。

舟木総務課長。

議案第３号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変○総務課長（舟木淳次君）

更について御説明いたします。

上川中部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合の解散脱退並びに道央廃棄物処理組合の

加入に伴い、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を変更することについて協議し
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たく、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものであります。

それでは、次のページ、別紙をお開き願います。

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。

別紙の内容を省略いたしまして、次のページ、参考資料、新旧対照表により御説明いた

します。

別表第１中、「上川中部消防組合」及び「伊達・壮瞥学校給食組合」を削り、「道央廃

棄物処理組合」を加えるものであります。

以上で、参考資料の説明を終わり、別紙に戻りまして、附則といたしまして、この規約

は総務大臣の許可の日から施行する。

以上で、説明を終わります。

議案第４号北海道市町村総合事務組合規約の変更について御説明いたします。

上川中部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合の解散脱退並びに道央廃棄物処理組合の

加入並びに赤平市、鷹栖町及び上川町の処理する事務の変更に伴い、北海道市町村総合事

務組合規約を変更することについて協議したく、地方自治法第２９０条の規定により議会

の議決を求めるものであります。

それでは、次のページ、別紙をお開き願います。

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。

別紙の内容を省略いたしまして、次のページ、参考資料、新旧対照表により御説明いた

します。

別表第１、石狩振興局の項中「１５」を「１６」に改め、北海道後期高齢者医療広域連

合の次に「道央廃棄物処理組合」を加え、同表、空知総合振興局の項中「３５」を「３

４」に改め、「赤平市」を削り、同表、上川総合振興局の項中「３１」を「３０」に改

め、「上川中部消防組合」を削り、同表、胆振総合振興局の項中「１３」を「１２」に改

め、「伊達・壮瞥学校給食組合」を削るものです。

次に、別表第２、１から７の項中「赤平市」を削り、長万部町の次に「鷹栖町、上川

町」を加え、「上川中部消防組合」を削り、同表９の項中「北海道後期高齢者医療広域連

合」の次に「道央廃棄物処理組合」を加え、「上川中部消防組合」及び「伊達・壮瞥学校

給食組合」を削るものです。

以上で参考資料の説明を終わり、別紙に戻りまして、附則としまして、この規約は総務

大臣の許可の日から施行する。

以上で、説明を終わります。

これより、一括上程しました議案２件の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

質疑は、各案件ごとに行います。

これより、議案第３号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）
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これをもって、質疑を終わります。

次に、議案第４号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

以上で、質疑を終わります。

これより、一括上程しました議案２件を採決します。

採決は、上程の順より各案件ごとに行います。

これより、議案第３号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてを採

決します。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第４号北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１７ 議案第５号

日程第１７ 議案第５号遠軽町白滝水力発電所条例の廃止につい○議長（前田篤秀君）

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

荒井白滝総合支所長。

議案第５号遠軽町白滝水力発電所条例の廃止について○白滝総合支所長（荒井正教君）

御説明いたします。

遠軽町白滝水力発電所を廃止するため、本条例を定めるものであります。

別紙をお開き願います。

遠軽町白滝水力発電所条例を廃止する条例。

遠軽町白滝水力発電所条例（平成２０年遠軽町条例第１２号）は廃止する。

附則として、この条例は、公布の日から施行する。

本件につきましては、平成２３年９月の大雨により浸水被害を受けた白滝水力発電所の

民間企業へ譲渡手続をするため、本条例を廃止するものであります。

以上で、説明を終わります。

これより、議案第５号の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第５号遠軽町白滝水力発電所条例の廃止についてを採決します。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１８ 議案第６号

日程第１８ 議案第６号財産の取得についてを議題といたしま○議長（前田篤秀君）

す。

提出者の説明を求めます。

中村情報管財課長。

議案第６号財産の取得について御説明をいたします。○情報管財課長（中村哲男君）

遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、次のとおり財産を取得することについて、議会の議決を求めるものでございます。

取得する財産は、圧雪車１台であります。

取得の方法は指名競争入札でありまして、取得価格は４,４０６万２,９２０円でありま

す。

取得の相手方は、紋別郡遠軽町学田２丁目８番地２０、株式会社佐渡自動車整備工場代

表取締役佐渡博夫であります。

この財産の取得につきましては、５月２６日、有限会社国枝モータースほか４者により

指名競争入札を行い、株式会社佐渡自動車整備工場が４,４０６万２,９２０円で落札をし

ております。入札の執行状況につきましては、配付をしております財産取得に係る入札状

況の１番に記載をしておりますので、御参照を願います。

なお、株式会社佐渡自動車整備工場とは、同日、仮契約を締結しております。

納期につきましては、平成２６年１２月３０日を予定しております。

以上で、説明を終わります。

これより、議案第６号の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第６号財産の取得についてを採決します。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１９ 議案第７号

日程第１９ 議案第７号財産の取得についてを議題とします。○議長（前田篤秀君）

提出者の説明を求めます。

中村情報管財課長。

議案第７号財産の取得について御説明をいたします。○情報管財課長（中村哲男君）

遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、次のとおり財産を取得することについて、議会の議決を求めるものであります。

取得する財産は、ロータリ除雪車１台であります。

取得の方法は、指名競争入札でありまして、取得価格は３,５１０万円であります。

取得の相手方は、北広島市大曲中央１丁目２番地２、北海道川重建機株式会社代表取締

役大滝幹夫であります。

この財産の取得につきましては、５月２６日、有限会社国枝モータースほか８者により

指名競争入札を行い、北海道川重建機株式会社が３,５１０万円で落札をしております。

入札の執行状況につきましては、配付をしております財産の取得に係る入札状況の２番に

記載をしておりますので、御参照を願います。

なお、北海道川重建機株式会社とは、同日、仮契約を締結しております。

納期につきましては、平成２６年１２月２０日を予定しております。

以上で、説明を終わります。

これより、議案第７号の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第７号財産の取得についてを採決します。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第２０ 議案第８号から日程第２２ 議案第１０号まで

日程第２０ 議案第８号平成２６年度遠軽町一般会計補正予算○議長（前田篤秀君）

（第１号）、日程第２１ 議案第９号平成２６年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）、日程第２２ 議案第１０号平成２６年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第

１号）以上３件は関連がありますので、一括して議題とします。
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上程の順より提出者の説明を求めます。

鈴木財政課長。

議案第８号平成２６年度遠軽町一般会計補正予算（第１号）○財政課長（鈴木光男君）

について御説明いたします。

平成２６年度遠軽町一般会計補正予算（第１号）につきましては、既定の歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ１億５,８５１万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

１３５億７,０５１万９,０００円とするものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。

１ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。

１４款国庫支出金につきましては、２項国庫補助金に１億１,７０２万３,０００円追加

し、総額を９億８,２４９万６,０００円とするものです。

１５款道支出金につきましては、２項道補助金に９９万円追加、３項委託金に３１万

５,０００円追加し、総額を５億２,１８５万円とするものです。

１７款寄附金につきましては、１項寄附金に２１８万４,０００円追加し、総額を２２

１万４,０００円とするものです。

１８款繰入金につきましては、１項基金繰入金に３,２３４万２,０００円追加し、総額

を２億９,６９７万８,０００円とするものです。

２０款諸収入につきましては、５項雑入に５６６万５,０００円追加し、総額を１億３

３５万７,０００円とするものです。

これによりまして、歳入合計１３４億１,２００万円に１億５,８５１万９,０００円を

追加し、総額を１３５億７,０５１万９,０００円とするものです。

次に、歳出について御説明いたします。

２款総務費につきましては、１項総務管理費に９９１万７,０００円追加し、総額を２

６億３,５５３万２,０００円とするものです。

３款民生費につきましては、１項社会福祉費に１億１,７０２万３,０００円追加、２項

児童福祉費に５０７万８,０００円追加し、総額を２６億２,５９４万４,０００円とする

ものです。

６款農林水産業費につきましては、１項農業費に３０１万４,０００円追加し、総額を

３億１,３７２万５,０００円とするものです。

７款商工費につきましては、１項商工費に１,７２４万７,０００円追加し、総額を４億

４,５１４万３,０００円とするものです。

９款消防費につきましては、１項消防費に６１０万４,０００円追加し、総額を７億１

４万３,０００円とするものです。

１０款教育費につきましては、１項教育総務費に１３万６,０００円追加し、総額を１
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０億８,６２７万４,０００円とするものです。

これによりまして、歳出合計１３４億１,２００万円に１億５,８５１万９,０００円追

加し、総額を歳入歳出同額の１３５億７,０５１万９,０００円とするものです。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略しまして、歳出から御説明いた

します。

８ページをお開き願います。

３、歳出。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費、職員人件費７７３万３,０００円の追加に

つきましては、４月に再任用しました職員２名分に係る人件費の追加であります。

１３目ジオパーク推進費は、財源の振り替えです。

１５目基金運営費、基金運営事業２１８万４,０００円につきましては、指定寄附金、

３件、４０万２,０００円、ふるさと納税寄附金、２３０件、１７８万２,０００円による

まちづくり振興基金積立金の追加であります。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例

給付金事業１億１,７０２万３,０００円につきましては、４月からの消費税率引き上げに

際し、低所得者及び子育て世帯への影響を緩和するために実施するものです。

臨時福祉給付金は、町民税が課税されていない者に対し１万円を支給、加算措置として

基礎年金受給者及び児童扶養手当等の受給者には、さらに５,０００円を上乗せするもの

です。子育て世帯臨時特例給付金は、児童手当の受給者であって、平成２５年の所得が児

童手当の所得制限に満たない者に対し、児童１人につき１万円を支給するものです。いず

れの給付金も今回限りであり、両方重複しての支給はありません。４行目の臨時職員賃金

は１名を６カ月分、印刷製本費は窓付封筒と圧着はがき代、通信運搬費は申請書の郵送

料、手数料は給付金の銀行振込手数料、総合行政情報システム改修業務委託料はシステム

の導入経費、臨時福祉給付金は１人１万円を６,５００人分で６,５００万円、加算分とし

て１人５,０００円を４,２００人分で２,１００万円、合わせまして８,６００万円、子育

て世帯臨時特例給付金は１人１万円を２,４００人分で２,４００万円、財源につきまして

は、全額、国庫支出金であります。

２項児童福祉費５目保育所費、保育所運営事業５０７万８,０００円につきましては、

退職と育児休暇による保育士２名減に伴う嘱託職員の追加であります。嘱託職員報酬は２

名分。最後の行の臨時職員賃金は、嘱託職員の代替分として２名分を計上するものです。

６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費、農業関係団体助成事業３０１万４,００

０円につきましては、遠軽農業振興公社への補助金であります。学田にある公社所有の農

産物処理加工施設において、経年劣化による屋根の破損と腐食が著しく、今後、雨漏りが

懸念されるため、早急に屋根を改修するに当たっての支援要請に対し、工事費の４分の３

を助成するものであります。

７款商工費１項商工費１目商工業振興費、１、商店街助成事業２５０万１,０００円に
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つきましては、３件の店舗近代化事業の実施により商工業振興補助金を追加するもので、

固定資産投資額の３割を３年間で分割助成するものであります。２、商工業振興事業１,

３９０万４,０００円につきましては、プレミアム付商品券発行事業補助金で、補助の内

訳は、プレミアム費に１,０００万円、商品券等の印刷、換金手数料が３９０万４,０００

円となっています。４月からの消費税率の引き上げに伴い、個人消費の減速が見受けられ

ることから、町内の経済対策として消費の需要喚起を目的に実施するものであります。商

品券の発行額は、１億円にプレミアム１０％分、１,０００万円を上乗せして１億１,００

０万円で、額面１,０００円の商品券１１枚、１万１,０００円分を１セットとし、これを

１万円で販売するものです。商品券の発行は７月下旬を予定しており、８月上旬からの使

用開始を想定しています。

３目消費者行政推進費、消費行政一般経費８４万２,０００円につきましては、昨年に

引き続き、道の消費者行政活性化基金を活用して消費者問題解決力の強化を図るもので

す。消費者生活講座講師謝礼金は、講座開催１回分、消費者啓発報償費は啓発用資材の購

入、消耗品費は訪問販売お断りステッカーの購入で、財源は全額道支出金であります。

９款消防費１項消防費１目消防費、防災対策事業６１０万４,０００円につきまして

は、北海道市町村振興協会の設立３５周年を記念して実施される特別支援事業の助成金を

活用して防災対策事業を実施するものです。燃料費、手数料、自動車損害保険料、一番下

の行の自動車重量税は防災用として購入する車両に係る費用、５行目のＪアラート情報配

信業務委託料は繰越明許したＪアラート自動起動装置の整備後、災害時における住民向け

の登録制メール配信サービスを行うための初期費用と利用料であります。備品購入費は、

防災用車両２台のほか、災害救助用工具セット、チェーンソー等の購入であります。財源

は、北海道市町村振興協会設立３５周年特別支援事業助成金５０１万７,０００円であり

ます。

１０款教育費１項教育総務費３目教育振興費、教育相談・不登校対策事業１３万６,０

００円につきましては、教育専門相談員の新規採用に伴う通勤手当１名分の追加でありま

す。

次に、歳入について御説明いたします。

６ページをお開き願います。

２、歳入。

１４款国庫支出金２項国庫補助金２目民生費国庫補助金１億１,７０２万３,０００円に

つきましては、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金に係る補助金であります。

１５款道支出金２項道補助金６目商工費道補助金９９万円につきましては、消費者問題

の解決力強化などに係る消費者行政活性化事業補助金であります。

３項委託金４目教育費委託金３１万５,０００円につきましては、スクールソーシャル

ワーカー活用事業委託金でありまして、昨年度に引き続き、教育専門相談員をスクール

ソーシャルワーカーとして活用し事業を推進するものであります。委託金は教育専門相談
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員の報酬に充当することから、歳出予算の計上はありません。

１７款寄附金１項寄附金２目指定寄付金４０万２,０００円の追加につきましては、ま

ちづくり振興資金として、湧別町株式会社エーコープえんゆう様から１,８２３円、社会

福祉振興資金として、岩見通北４丁目宇野窈子様から３０万円、匿名希望者様から１０万

円であります。次に、３目ふるさと納税寄附金１７８万２,０００円の追加につきまして

は、北九州市属正子様ほか２２９名の方からによるものです。以上いただきました寄附金

については、寄附者の御意思に沿いまして予算措置をしたところです。

１８款繰入金１項基金繰入金１目財政調整基金繰入金３,２３４万２,０００円につきま

しては、財政調整基金繰入金の追加であります。

２０款諸収入５項雑入６目雑入５６６万５,０００円につきましては、北海道市町村振

興協会設立３５周年特別支援事業助成金でありまして、市町村が行う防災対策事業への財

政支援を目的とするものであります。

以上で、説明を終わります。

渡辺住民生活課長。○議長（前田篤秀君）

議案第９号平成２６年度遠軽町国民健康保険特別会計○住民生活課長（渡辺喜代則君）

補正予算（第１号）を御説明いたします。

平成２６年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定の

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１６万円を追加し、歳入歳出予算の総額を２５

億６,６３３万３,０００円とするものであります。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。

１ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。

１０款繰越金につきましては、１項繰越金に２１６万円を追加し、総額を２１６万１,

０００円とするものであります。

これによりまして、歳入合計２５億６,４１７万３,０００円に２１６万円を追加し、総

額を２５億６,６３３万３,０００円とするものであります。

次に、歳出について御説明いたします。

２ページをお開き願います。

１款総務費につきましては、１項総務管理費に２１６万円を追加し、総額を５,４９８

万３,０００円とするものであります。

これによりまして、歳出合計２５億６,４１７万３,０００円に２１６万円を追加し、総

額を歳入歳出同額の２５億６,６３３万３,０００円とするものであります。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から御

説明いたします。

８ページをお開き願います。
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３、歳出。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費２１６万円につきましては、国民健康保険制

度の改正に対応するためのシステム改修業務委託料の追加であります。

次に、歳入について御説明いたします。

戻りまして、６ページをお開き願います。

２、歳入。

１０款繰越金１項繰越金１目繰越金２１６万円につきましては、前年度繰越金の追加で

あります。

以上で説明を終わります。

２時１５分まで、暫時休憩します。○議長（前田篤秀君）

午後 １時５８分 休憩

──────────────

午後 ２時１３分 再開

会議を再開します。○議長（前田篤秀君）

久保水道課長。

議案第１０号平成２６年度遠軽町下水道事業会計補正予算○水道課長（久保英之君）

（第１号）について御説明いたします。

今回の予算補正につきましては、本年度予定しておりました下水道事業計画を一部変更

し、遠軽下水処理センター建設工事を実施するため行うものであります。

平成２６年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、第２条におい

て変更の予算第２条第４号を次にように改めるものです。

主要な建設改良工事に遠軽下水処理センター建設工事を追加するものです。

第３条で、第９条の次に１条を加え、第１０条として新たに継続費を設けるものです。

１ページをお開き願います。

これは、継続費に関する調書であります。

１款資本的支出１項建設改良費、事業名は遠軽下水処理センター建設工事で、年割額は

平成２６年度３,０００万円、平成２７年度１億２,８００万円、合計１億５,８００万円

であります。財源としましては、企業債と国庫補助金でございます。

２ページ目をお開き願います。

平成２６年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第１号）明細、資本的収入及び支出の支

出であります。

１款資本的支出１項建設改良費２目処理場整備費１８節委託料は、既決予定額の６,１

００万円から３,０００万円を減額し、補正後の予定額を３,１００万円とするものです。

内容につきましては、遠軽下水処理センター監視制御設備更新工事の委託料の減額であり

ます。２４節工事請負費は、３,０００万円を追加し、補正後の予定額を３,０００万円と

するものです。内容につきましては、遠軽下水処理センター建設工事請負費の追加であり
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ます。

以上で説明を終わります。

続きまして、平成２６年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第１号）に関する資料につ

いて御説明いたします。

資料１ページをお開き願います。

図面右中央、番号①は遠軽下水処理センター建設工事の位置図であります。

次に、資料２ページは、遠軽下水処理センターの水処理棟の平面図でありまして、黒く

網かけしている４水路の反応タンクと最終沈澱池の箇所の設備を整備し、新たに供用開始

を目指すものであります。

以上で、説明を終わります。

これより、一括上程しました議案３件の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

質疑は、各案件ごとに行います。

これより、議案第８号の質疑を行います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

２款総務費、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

３款民生費、１０ページから１３ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

６款農林水産業費、１４ページから１５ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

７款商工費、１６ページから１７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

９款消防費、１８ページから１９ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

１０款教育費、２０ページから２１ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

１４款国庫支出金、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

１５款道支出金、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

１７款寄附金、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

１８款繰入金、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
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２０款諸収入、６ページから７ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、議案第８号の質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

次に、議案第９号の質疑を行います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

１款総務費、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

１０款繰越金、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、議案第９号の質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

次に、議案第１０号の質疑を行います。

質疑は、補正予算明細により行います。

資本的収入及び支出、２ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、議案第１０号の質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

以上で、議案３件の質疑を終わります。

これより、一括上程しました議案３件を採決します。

採決は、上程の順より各案件ごとに行います。

議案第８号平成２６年度遠軽町一般会計補正予算（第１号）を採決します。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第９号平成２６年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を採決

します。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第１０号平成２６年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第１号）を採決しま

す。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）
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したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎延会の議決

お諮りします。○議長（前田篤秀君）

本日の会議は、これで延会としたいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本日は、これで延会することに決定しました。

────────────────────────────────────

◎延会宣告

本日は、これで延会いたします。○議長（前田篤秀君）

午後 ２時２０分 延会




